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ア
メ
リ
カ
債
権
回
収
法
に
お
け
る
執
行
力
の
研
究
序
説
　

─
─
コ
モ
ン
ロ
ー
のD

orm
ant

法
理
を
手
が
か
り
に
─
─

藤
　
　
本
　
　
利
　
　
一

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
、「
ア
メ
リ
カ
」
と
い
う
。）
に
お
け
る
債
権
回
収
法
に
関
す
る
研
究
の
、
い
わ
ば
、
出
発
点
と

し
て
、
そ
の
概
要
を
確
認
し
つ
つ
、
さ
し
あ
た
り
の
対
象
と
し
て
、
金
銭
給
付
判
決
（M

oney Judgem
ent

）
の
有
す
る
執
行
力
に

言
及
す
る
。

　

わ
が
国
に
お
け
る
重
厚
な
ド
イ
ツ
法
研
究
と
比
較
す
れ
ば
、
従
前
、
ア
メ
リ
カ
法
に
関
す
る
研
究
は
必
ず
し
も
十
分
に
行
わ
れ
て
き

た
と
は
言
い
に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
の
手
続
制
度
が
異
な
る
こ
と
や
、
ア
メ
リ
カ
の
債
権
回
収
法
が
州
法
の
規
律
に
服

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
か
な
り
の
多
様
性
が
存
在
す
る
こ
と
等
が
、
そ
の
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
下
記
に
見
る
よ
う
に
、
債
権
回
収
法
は
、
民
事
訴
訟
法
だ
け
で
な
く
、
倒
産
法
の
理
解
に
と
っ
て
も
、
重
要
な
要
素
と

な
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
法
で
は
、
倒
産
手
続
の
開
始
は
、
債
務
者
の
財
産
に
対
す
る
包
括
的
差
押
え
で
あ
る
、
と
の
言
明
が
一
般
に

受
け
入
れ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
一
般
債
権
者
の
獲
得
し
た
執
行
力
が
、
開
始
さ
れ
た
倒
産
手
続
に
対
し
て
、
基
本
的
に
無
力
で
あ
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る
た
め
、
民
事
執
行
法
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
平
等
主
義
を
採
る
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
両
者
の
関
係
は
そ
れ
ほ
ど
意
識
し
て
論
じ
ら
れ
て

来
な
か
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

現
在
、
民
事
執
行
法
の
改
正
が
進
ん
で
い
る
一
方
、
法
的
整
理
手
続
の
利
用
事
件
数
は
、
減
少
し
て
い
る
。
後
者
の
機
能
と
効
用
を

高
め
、
こ
れ
か
ら
の
手
続
を
構
想
す
る
べ
く
、
立
法
論
を
も
視
野
に
入
れ
た
議
論
の
た
め
に
も
、
あ
ら
た
め
て
民
事
執
行
手
続
と
倒
産

手
続
と
民
事
訴
訟
手
続
と
の
関
係
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
も
価
値
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
敷
衍
し
つ
つ
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
債
権
回
収
法
と
倒
産
法
の
関
係
、
債
権
回
収
手

続
の
概
要
を
確
認
し
た
後
、
債
権
回
収
法
研
究
の
端
緒
と
し
て
、
執
行
力
に
関
す
るD

orm
ant

法
理
を
紹
介
し
た
い
。

一 

ア
メ
リ
カ
債
権
回
収
法
を
研
究
す
る
必
要
性
─
─
倒
産
法
の
観
点
か
ら

1　

問
題
意
識

　

日
本
の
破
産
法
の
特
質
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
、
破
産
財
団
に
属
す
る
財
産
に
対
す

る
強
制
執
行
等
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
（
破
産
法
（
以
下
、「
破
」
と
い
う
。）
四
二
条
一
項
）。
そ
し
て
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、

破
産
財
団
に
属
す
る
財
産
に
対
し
て
既
に
さ
れ
て
い
る
強
制
執
行
等
で
さ
え
、
破
産
手
続
の
開
始
に
よ
り
、
そ
の
効
力
は
失
わ
れ
て
し

ま
う
（
同
条
二
項
）。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
規
律
は
、
破
産
手
続
開
始
決
定
前
の
保
全
処
分
に
よ
り
、
申
立
て
後
の
時
間
領
域
に
拡
張

さ
れ
る
（
破
二
四
条
一
項
一
号
）。
ま
た
、
同
様
の
規
律
が
、
民
事
再
生
法
に
も
見
ら
れ
る
（
民
事
再
生
法
（
以
下
、「
民
再
」
と
い

う
。）
三
九
条
一
項
、
二
六
条
一
項
二
号
）。

　

し
か
し
、
比
較
法
的
に
見
れ
ば
、
こ
う
し
た
規
律
は
、
一
般
的
な
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、

オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
ス
テ
イ
を
採
用
し
た
沿
革
を
確
認
す
れ
ば
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
現
行
の
ア
メ
リ
カ
連
邦
倒
産
法
（
以
下
、

（
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「
連
邦
倒
産
法
」
と
い
う
。）
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
ス
テ
イ
（
同
法
三
六
二
条
）
と
い
う
制
度
は
、
一
八
九

八
年
連
邦
倒
産
法
が
施
行
さ
れ
た
直
後
に
な
さ
れ
たM

ueller v. N
ugent

を
起
点
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
狙
い
は
、
倒

産
手
続
の
申
立
て
後
、
一
般
債
権
者
の
回
収
行
動
を
掣
肘
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
も
、
申

立
て
と
裁
判
所
に
よ
る
倒
産
手
続
開
始
決
定
ま
で
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
期
間
が
存
在
し
、
そ
の
時
機
に
債
務
者
の
財
産
を
仮
差
押
え
し
て

訴
え
を
提
起
し
、
後
に
金
銭
給
付
判
決
（M

oney Judgem
ent

）
を
獲
得
し
た
債
権
者
は
、
倒
産
手
続
開
始
決
定
に
よ
っ
て
成
立
す

る
倒
産
財
団
に
対
し
て
、
優
先
的
な
地
位
を
主
張
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
優
先
権
を
認
め
る
と
、
債
務
者
の
財
産
は
四
分
五
裂

し
、
す
べ
て
の
債
権
者
に
対
す
る
平
等
な
分
配
の
目
的
が
侵
害
さ
れ
る
。
倒
産
手
続
が
持
つ
フ
レ
ッ
シ
ュ
・
ス
タ
ー
ト
の
ポ
リ
シ
ー
も
、

債
権
者
の
回
収
行
動
を
放
置
す
る
こ
と
で
台
無
し
に
な
り
か
ね
な
い
。
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
ス
テ
イ
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
一
般
債

権
者
の
優
先
的
な
債
権
回
収
を
如
何
に
し
て
制
限
す
る
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
、
ア
メ
リ
カ
な
り
の
一
つ
の
回
答
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
事
柄
を
踏
ま
え
る
と
、
日
本
法
に
お
い
て
、
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
ス
テ
イ
に
類
す
る
制
度
を
導
入
す
る
必
要
は
な
い
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。
申
立
て
後
、
開
始
し
て
い
る
強
制
執
行
で
す
ら
、
中
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
再
生
債
務
者
の
在

庫
商
品
、
原
材
料
や
仕
掛
品
等
が
差
押
え
や
仮
差
押
え
を
受
け
て
い
る
場
合
、
申
立
て
後
で
あ
れ
ば
、
民
再
二
六
条
一
項
二
号
は
そ
の

手
続
を
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
在
庫
商
品
等
を
事
業
の
一
環
と
し
て
売
却
し
た
い
場
合
、
取
消
命
令
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
ず
（
民
再
二
六
条
三
項
）、
債
務
者
の
事
業
の
継
続
に
と
っ
て
は
、
好
ま
し
い
形
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
、
破
産
手

続
開
始
決
定
の
効
果
（
破
四
二
条
二
項
本
文
）
と
は
異
な
り
、
再
生
手
続
開
始
決
定
の
効
果
は
、
差
押
え
等
を
失
効
さ
せ
ら
れ
ず
（
民

再
三
九
条
一
項
）、
別
途
、
取
消
命
令
が
必
要
と
な
る
（
同
条
二
項
）。
こ
の
よ
う
な
規
律
を
前
提
に
す
れ
ば
、
な
お
、
検
討
の
余
地
は

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
ス
テ
イ
の
目
的
を
想
起
し
て
ほ
し
い
。
債
務
者
の
財
産
を
裁
判
所
の
監
督
下
に
置
く
こ

と
で
、
そ
の
散
逸
を
防
止
し
、
債
権
者
の
平
等
を
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
制
度
の
導
入
を
継
続
的
に
考
察
す
る

（
8
）

（
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こ
と
は
、
現
在
の
法
的
整
理
手
続
の
機
能
と
効
用
を
高
め
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
ス
テ
イ
導
入
の
可
否
と
い
っ
た
個
別
問
題
を
置
く
と
し
て
も
、
一
般
債
権
者
の
獲
得
し
た
金
銭
給
付
判
決
に

基
づ
く
執
行
力
を
倒
産
手
続
が
ど
の
よ
う
に
処
遇
す
る
か
は
、
理
論
的
に
も
、
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
従
前
、
日
本
法

は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
鋭
敏
な
問
題
意
識
を
持
つ
こ
と
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
債
権
者
が
、
時
間
と
コ
ス
ト
を
か
け

て
、
債
務
名
義
を
取
得
し
て
も
、
倒
産
手
続
と
の
関
係
で
は
、
基
本
的
に
無
価
値
化
し
、
平
等
原
理
に
よ
る
規
律
に
服
す
る
。
こ
の
こ

と
は
、
債
権
者
の
苛
烈
な
債
権
回
収
行
動
を
あ
る
意
味
で
抑
制
し
、
債
務
者
に
対
す
る
保
護
を
は
か
る
と
い
う
配
慮
が
さ
れ
て
い
る
と

も
い
え
る
が
、
明
治
期
に
決
ま
っ
た
そ
う
し
た
規
律
自
体
の
現
在
で
の
妥
当
性
を
含
め
て
考
察
し
て
行
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、

い
わ
ば
、
そ
の
端
緒
と
な
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
。

2　

ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
債
権
回
収
法
と
倒
産
法
の
関
係

（
1
）
優
先
主
義
の
観
点

　

周
知
の
通
り
、
ア
メ
リ
カ
法
は
、
民
事
執
行
法
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
優
先
主
義
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ま

ず
、
連
邦
倒
産
法
の
定
番
と
も
言
え
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
、Charles J. T

abb

、LA
W

 O
F BA

N
K

RU
PT

CY

（4th

、2016

）
に

基
づ
き
、
優
先
主
義
の
観
点
か
ら
、
債
権
回
収
法
と
倒
産
法
の
関
係
を
確
認
し
て
お
く
。

　

州
法
は
、
任
意
に
履
行
し
な
い
（recalcitrant

）
債
務
者
か
ら
自
己
の
債
権
を
回
収
す
る
た
め
の
法
的
手
段
と
し
て
、
個
々
の
債

権
者
に
対
し
、
た
と
え
ば
、
強
制
執
行
、
債
権
の
仮
差
押
え
・
差
押
え
な
ど
を
規
定
し
て
い
る
。
州
の
債
権
回
収
法
（
以
下
、「
州
回

収
法
」
と
い
う
。）
に
基
づ
き
、
債
権
者
は
、
自
ら
の
債
権
の
満
足
を
は
か
る
た
め
、
州
の
権
力
に
依
っ
て
、
債
務
不
履
行
に
陥
っ
た

債
務
者
の
財
産
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
法
的
救
済
は
、
あ
る
特
定
の
債
権
者
・
債
務
者
間
の
紛
争
を
対
象
と
し

て
い
る
。
視
点
を
転
じ
て
、
差
押
債
権
者
と
、
債
務
者
の
一
般
財
産
を
引
当
て
と
す
る
他
の
債
権
者
ら
と
の
関
係
を
見
れ
ば
、
そ
れ
は

（
11
）

（
12
）

（
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）
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「
早
い
者
勝
ち
（first in tim

e is first in right

）」
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
最
初
に
、
債
務
者
財
産
を
差
し
押
さ
え
た
債
権
者
が
、

優
先
的
に
弁
済
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
州
回
収
法
は
し
ば
し
ば
「
勤
勉
さ
の
競
争
（the race of diligence

）」
あ
る

い
は
「
強
制
執
行
法
（grab law

）」
と
呼
ば
れ
る
。

　

強
制
執
行
法
が
機
能
す
る
の
は
、
⑴
債
務
者
に
支
払
能
力
が
あ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
債
権
者
全
員
に
債
権
額
全
額
を
支
払
え
る
だ
け

の
十
分
な
資
産
が
あ
る
場
合
や
、
⑵
債
権
者
が
一
人
し
か
存
在
し
な
い
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
は
、
債
務
者
財
産
に
対
す
る
債

権
者
相
互
の
関
係
を
考
え
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
債
務
者
が
「
支
払
不
能
（insolvent

）」
で
、
複
数
の
債
権
者
が
い
る

場
合
、
州
回
収
法
で
は
、
債
権
者
全
体
の
利
益
を
図
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
早
い
者
勝
ち
の
競
争
下
で
は
、
債
務
者
の
財
産
を
最
初
に

差
し
押
さ
え
た
債
権
者
が
、
全
額
の
満
足
を
得
る
一
方
で
、
そ
れ
に
後
れ
た
債
権
者
は
、
何
も
得
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
配
分
的
正

義
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
全
か
無
か
と
い
う
帰
結
に
は
問
題
が
あ
る
。
か
か
る
状
況
下
で
は
、
平
等
原
則
（pro rata

）
に

従
っ
て
債
務
者
の
財
産
を
分
け
、
債
権
者
が
一
部
弁
済
に
甘
ん
じ
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
公
平
な
帰
結
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
債
権

者
は
、
債
務
者
の
不
履
行
か
ら
生
じ
る
損
失
を
分
か
ち
合
う
の
で
あ
る
。

　

集
団
的
な
法
的
救
済
方
法
に
よ
り
、
平
等
な
分
配
に
よ
る
公
平
な
（equitable

）
解
決
を
図
る
こ
と
は
、
州
回
収
法
を
利
用
す
る

よ
り
も
効
率
的
で
あ
る
。
早
い
者
勝
ち
を
前
提
と
す
る
州
回
収
法
の
も
と
で
は
、
か
か
る
競
争
を
制
す
る
た
め
に
、
債
権
者
は
、
費
用

や
時
間
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仮
に
そ
の
競
争
に
参
加
し
な
い
な
ら
、
債
権
者
が
何
も
回
収
で
き
な
い
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な

い
。
仮
に
債
権
者
が
競
争
に
参
加
し
て
も
、
他
の
債
権
者
に
勝
て
る
と
も
限
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
、
重
要
な
点
は
、
す
べ
て
の
債
権

者
が
競
争
に
参
加
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
有
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
債
権
者
全
体
か
ら
み
れ
ば
、
回
収
で
き
る
債

権
額
が
減
少
す
る
一
方
で
、
競
争
の
た
め
に
用
い
た
費
用
を
無
駄
に
支
出
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

ア
メ
リ
カ
法
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
例
を
示
す
。
債
務
者
が
一
〇
〇
〇
ド
ル
の
財
産
を
有
し
て
い
る
一
方
で
、
各
々
五
〇
〇
ド
ル
の
債

（
15
）

（
16
）
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権
を
有
す
る
四
人
の
債
権
者
が
い
る
と
仮
定
す
る
。
今
、
州
回
収
法
に
基
づ
く
債
権
回
収
の
費
用
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
競
争
に
か
か

る
費
用
」
と
し
て
、
各
債
権
者
が
一
〇
〇
ド
ル
を
負
担
す
る
と
す
る
。
こ
こ
で
も
し
各
債
権
者
間
で
競
争
が
行
わ
れ
る
と
、
全
体
と
し

て
得
ら
れ
る
回
収
額
は
、
六
〇
〇
ド
ル
（
＝
一
〇
〇
〇
ド
ル－

一
〇
〇
ド
ル
×
四
名
）
と
な
り
、
個
々
の
回
収
額
の
平
均
は
、
一
五
〇

ド
ル
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
こ
う
し
て
、
事
前
に
想
定
で
き
る
回
収
額
は
債
権
者
一
人
あ
た
り
一
五
〇
ド
ル
と
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
債
権
者
が
競
争
を
止
め
、
協
力
し
合
え
ば
、
債
権
回
収
に
か
か
る
費
用
は
、
一
人
分
の
一
〇
〇
ド
ル
で
す
み
、
分
配

の
原
資
は
、
九
〇
〇
ド
ル
と
な
り
、
事
前
に
想
定
で
き
る
回
収
額
は
債
権
者
一
人
あ
た
り
二
二
五
ド
ル
と
な
る
。
こ
の
結
果
を
得
る
た

め
に
は
、
事
前
に
債
権
者
間
で
、
集
団
的
な
債
権
回
収
を
行
う
合
意
な
い
し
契
約
を
締
結
す
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
合
意
を

破
り
、
抜
け
駆
け
を
す
る
者
が
出
れ
ば
、
そ
の
者
は
一
〇
〇
ド
ル
の
費
用
と
引
き
換
え
に
全
額
の
回
収
を
図
る
一
方
で
、
残
り
三
名
の

債
権
者
は
、
当
初
合
意
し
た
予
定
回
収
額
よ
り
も
少
な
い
満
足
し
か
得
ら
れ
ず
、
多
大
な
不
利
益
を
被
る
。
こ
う
し
た
脅
迫
観
念
の
存

在
が
、
強
制
力
を
伴
う
倒
産
手
続
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
ス
テ
イ
は
、
こ
の
文
脈
で
、
有
用
な

手
段
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
法
で
は
、
倒
産
法
の
有
す
る
法
的
強
制
力
、
ま
た
債
権
者
平
等
原
則
は
、
優
先
主
義
と
の
対
比
で
、
正
当

化
さ
れ
る
。

（
2
）
倒
産
財
団
の
範
囲
の
観
点

　

近
時
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
連
邦
倒
産
法
が
現
在
も
抱
え
る
問
題
の
一
つ
に
、
倒
産
財
団
ま
た
は
そ
れ
を
代
表
す
る
機
関
（
管
財
人
や

Ｄ
Ｉ
Ｐ
）
が
主
張
で
き
る
権
利
の
範
囲
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ス
ト
ロ
ン
グ
・
ア
ー
ム
条
項
」
と
呼
ば
れ
る
連
邦
倒
産

法
五
四
四
条
（
ａ
）
の
解
釈
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
条
項
の
文
言
に
従
え
ば
、
倒
産
財
団
（
な
い
し
、
そ
の
代
表
機

関
で
あ
る
管
財
人
・
Ｄ
Ｉ
Ｐ
）
に
は
、
た
と
え
ば
、
州
法
の
適
用
の
も
と
で
、
判
決
リ
ー
エ
ン
を
有
す
る
債
権
者
（Judgem

ent 

（
17
）（

18
）
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）
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Lien Creditors

）
に
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
す
べ
て
の
権
限
の
行
使
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
権
限
に
は
、
否
認
権
だ
け
で
な
く
、
提
訴

権
限
も
含
ま
れ
る
。

　

連
邦
倒
産
法
五
四
四
条
（
ａ
）
の
文
言
を
形
式
的
に
解
釈
す
れ
ば
、
勝
訴
判
決
を
獲
得
し
た
で
あ
ろ
う
債
権
者
（hypothetical 

judgem
ent creditor

）
と
同
様
の
地
位
を
有
す
る
倒
産
財
団
の
代
表
機
関
で
あ
る
管
財
人
や
Ｄ
Ｉ
Ｐ
は
、
広
範
な
否
認
権
限
を
持
つ

こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
ほ
と
ん
ど
の
裁
判
所
は
、
そ
う
で
は
な
く
、
限
定
的
な
解
釈
を
採
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
条

項
の
文
言
の
解
釈
を
巡
っ
て
は
、
裁
判
所
や
研
究
者
の
間
で
も
対
立
が
あ
り
、
類
似
の
事
案
を
前
提
に
し
て
も
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
結

論
が
異
な
る
と
い
う
状
況
に
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
の
原
因
は
、
州
法
の
も
と
で
勝
訴
判
決
を
獲
得
し
た
債
権
者
の
範
囲
を
適
正
に
理

解
で
き
て
い
な
い
こ
と
、
連
邦
倒
産
法
は
、
倒
産
財
団
の
代
表
機
関
に
、
そ
う
し
た
債
権
者
と
同
様
の
権
利
を
付
与
し
た
、
と
い
う
こ

と
を
認
識
で
き
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
、
と
さ
れ
る
。

　

沿
革
上
、
コ
モ
ン
ロ
ー
裁
判
所
に
お
い
て
、
債
権
者
が
金
銭
給
付
判
決
を
獲
得
す
れ
ば
、
そ
の
後
、
債
務
者
の
有
す
る
動
産
や
家
財

等
に
対
し
て
、
強
制
執
行
を
行
う
こ
と
が
一
般
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
強
制
執
行
の
対
象
と
な
る
財
産
は
限
定
さ
れ
て
お

り
、
た
と
え
ば
、
金
銭
債
権
（chose in action
）
の
よ
う
な
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
財
産
権
や
無
体
財
産
権
か
ら
満
足
を
得
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
判
決
リ
ー
エ
ン
を
有
す
る
債
権
者
や
執
行
リ
ー
エ
ン
を
有
す
る
債
権
者
の
権
利
を
、
倒
産
財
団
な
い
し

そ
の
代
表
機
関
で
あ
る
管
財
人
・
Ｄ
Ｉ
Ｐ
が
取
得
す
る
と
い
っ
て
も
、
時
代
や
州
法
に
よ
り
、
偏
差
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ま
ず
は
、

州
回
収
法
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
研
究
を
行
う
必
要
性
が
そ
れ
な
り
に
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

二 

ア
メ
リ
カ
債
権
回
収
法
の
概
要

　

本
章
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
債
権
回
収
法
の
概
要
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
こ
で
も
、T

abb

教
授
の
テ
キ
ス
ト
を
利
用
し
な
が
ら
、
基

（
20
）

（
21
）
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本
的
な
事
項
に
言
及
す
る
。

1　

総
説

（
1
）
倒
産
法
と
州
回
収
法
の
関
係

　

ア
メ
リ
カ
の
債
権
回
収
法
に
関
す
る
顕
著
な
特
徴
の
一
つ
は
、
連
邦
法
で
あ
る
倒
産
法
と
、
コ
モ
ン
ロ
ー
を
起
源
と
し
つ
つ
、
倒
産

法
と
は
独
立
し
て
発
達
し
た
、
債
権
回
収
の
た
め
の
州
法
に
基
づ
く
制
度
が
共
存
し
て
い
る
点
に
あ
ら
わ
れ
る
。
前
章
で
も
述
べ
た
よ

う
に
、
倒
産
法
と
州
回
収
法
は
、
相
互
に
矛
盾
し
た
出
発
点
を
持
つ
点
が
重
要
で
あ
る
。
倒
産
法
は
、
債
権
者
間
の
平
等
と
い
う
仮
説

を
出
発
点
と
し
て
、
債
権
者
全
体
の
集
団
的
な
利
益
（w

elfare

）
を
高
め
よ
う
と
努
め
る
。
対
照
的
に
、
州
回
収
法
は
、「
早
い
者
勝

ち
（first in tim

e is first in right

）」
と
い
う
前
提
に
依
拠
し
て
お
り
、
そ
の
焦
点
は
、
全
体
と
し
て
の
債
権
者
集
団
で
は
な
く
、

特
定
の
個
々
の
債
権
者
の
権
利
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
債
権
者
間
の
競
争
に
お
い
て
、
債
務
者
の
財
産
に
対
し
て
、
強
制
執
行
可
能
な

対
物
的
請
求
権
ま
た
は
対
物
的
権
利
を
取
得
し
た
最
初
の
人
が
、
優
先
的
地
位
を
確
保
す
る
（priority dispute

）。
こ
の
種
の
対
物

的
請
求
権
ま
た
は
対
物
的
権
利
は
、
一
般
的
に
、
リ
ー
エ
ン
（lien

）
と
言
い
表
さ
れ
る
。
債
務
者
が
十
分
な
財
産
を
有
し
な
い
場
合
、

誰
が
最
初
に
こ
う
し
た
優
先
的
地
位
を
獲
得
す
る
か
が
重
要
に
な
る
。
後
れ
た
債
権
者
は
、
何
も
得
ら
れ
な
い
可
能
性
が
高
い
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
リ
ー
エ
ン
を
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
取
得
す
る
の
か
が
重
要
と
な
る
。

（
2
）
リ
ー
エ
ン
（lien

）

　

債
権
者
は
、
リ
ー
エ
ン
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
権
利
を
実
現
す
る
と
い
う
目
標
に
よ
り
近
づ
く
。
す
な
わ
ち
、
債
権

者
が
、
リ
ー
エ
ン
を
実
行
す
れ
ば
、
担
保
権
の
設
定
さ
れ
た
財
産
（encum

bered property

）
が
売
却
さ
れ
、
そ
の
売
却
代
金
か
ら

売
却
に
か
か
る
費
用
を
差
し
引
い
た
純
利
益
が
債
権
者
に
弁
済
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

リ
ー
エ
ン
は
、
通
常
、
裁
判
所
に
よ
る
回
収
手
続
を
発
動
す
る
中
で
取
得
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
こ
う
し
た
も
の
は
、

（
22
）



アメリカ債権回収法における執行力の研究序説　

（阪大法学）67（3・4-23）　447 〔2017.11〕

「
裁
判
手
続
に
よ
る
リ
ー
エ
ン
（judicial lien

）」
と
呼
ば
れ
る
。
倒
産
法
と
の
関
連
で
重
要
な
こ
と
は
、
か
か
る
リ
ー
エ
ン
は
、
倒

産
手
続
に
お
い
て
、
担
保
権
と
し
て
処
遇
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
敷
衍
す
れ
ば
、
倒
産
手
続
に
お
い
て
、
そ
の
優
先
弁
済
権
能
が
保
障

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
裁
判
手
続
に
よ
る
リ
ー
エ
ン
の
種
類
と
し
て
、
執
行
リ
ー
エ
ン
（execution lien

）、
判
決
リ
ー
エ
ン

（judgem
ent lien

）、
債
権
差
押
え
・
債
権
仮
差
押
え
リ
ー
エ
ン
（garnishm

ent lien

）、
仮
差
押
え
リ
ー
エ
ン
（attachm

ent 

lien

）
な
ど
が
あ
る
。

　

州
制
定
法
の
適
用
を
通
じ
て
、
一
定
の
場
合
に
、
債
権
者
は
、
債
務
者
財
産
に
対
す
る
リ
ー
エ
ン
を
取
得
で
き
る
。
こ
の
種
の
リ
ー

エ
ン
は
、「
制
定
法
上
の
リ
ー
エ
ン
（statutory liens

）」
と
呼
ば
れ
る
。
制
定
法
上
の
リ
ー
エ
ン
も
、
倒
産
手
続
に
お
い
て
、
担
保

権
と
し
て
処
遇
さ
れ
る
が
、
管
財
人
に
よ
り
否
認
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
連
邦
倒
産
法
五
四
五
条
）。
一
般
的
な
例
と
し
て
、
建
築
工

事
に
関
す
る
リ
ー
エ
ン
（m

echanicʼs lien

）
と
材
料
供
給
者
の
リ
ー
エ
ン
（m

aterialm
anʼs lien

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

建
築
請
負
人
や
材
料
供
給
者
は
、
債
務
者
財
産
上
に
担
保
権
を
取
得
し
、
そ
の
担
保
権
は
弁
済
が
な
さ
れ
る
ま
で
効
力
を
有
す
る
。

（
3
）
約
定
担
保
権
（security interest

）

　

債
務
者
と
の
合
意
が
あ
れ
ば
、
信
用
取
引
の
最
初
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
降
い
つ
で
も
、
債
権
者
は
、
債
務
者
の
財
産
（collater-

al

）
上
に
担
保
権
を
設
定
で
き
る
。
そ
の
債
権
者
は
「
担
保
権
者
（ʻsecuredʼ creditor

）」
と
呼
ば
れ
る
。
債
務
者
が
弁
済
し
な
い
場

合
、
担
保
権
者
は
担
保
目
的
物
か
ら
優
先
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
動
産
（personal property

）
に
担
保
を
設
定
す
る
場

合
、
統
一
商
事
法
典
（U

. C. C

）
第
九
編
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、「
約
定
担
保
権
（security interest

）」
と
い
わ
れ
る
。
担
保

目
的
物
が
不
動
産
（real property

）
で
あ
れ
ば
、
債
権
者
は
譲
渡
抵
当
権
（m

ortgage

）
あ
る
い
は
担
保
の
た
め
の
信
託
証
書

（deed of trust

）
を
有
す
る
。
も
し
州
法
の
下
で
約
定
担
保
権
が
適
切
に
「
完
成
（perfected

）」
し
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
種
の

約
定
担
保
権
は
、
通
常
、
債
務
者
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
後
順
位
の
第
三
者
に
対
し
て
も
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
倒
産
手

（
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続
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
合
意
に
よ
る
リ
ー
エ
ン
を
有
す
る
担
保
権
者
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
リ
ー
エ
ン
を
「
受
戻
権

喪
失
手
続
（foreclosure

）」
に
よ
っ
て
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
手
続
は
、
一
般
債
権
者
の
場
合
と
は
異
な
り
、

裁
判
上
の
手
続
を
経
由
す
る
必
要
が
な
い
。
約
定
担
保
権
に
よ
る
優
先
権
や
自
ら
の
執
行
権
限
が
あ
る
た
め
、
約
定
担
保
権
者
は
、
一

般
債
権
者
と
比
べ
て
非
常
に
優
越
し
た
地
位
に
立
つ
。

（
4
）
一
般
債
権
者

　

一
般
債
権
者
は
、
担
保
目
的
物
を
有
し
な
い
が
、
自
己
の
債
権
回
収
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
か
。
ま
ず
、
⑴
裁
判
所

に
提
訴
し
、
金
銭
給
付
判
決
を
獲
得
し
て
、
判
決
登
録
（entry of a judgem

ent

）
を
行
う
。
次
に
、
⑵
債
務
者
が
任
意
に
履
行
し

な
い
場
合
に
備
え
て
、
差
押
え
禁
止
財
産
以
外
の
、
債
務
者
財
産
を
差
し
押
さ
え
る
た
め
、
州
の
権
限
行
使
を
求
め
る
。
エ
ク
イ
テ
ィ

裁
判
所
に
よ
る
判
決
（decree

）
と
は
異
な
り
、
コ
モ
ン
ロ
ー
の
判
決
（judgm

ent

）
に
従
わ
な
い
判
決
債
務
者
は
、
通
常
拘
置
さ

れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
財
産
が
州
の
官
吏
（officers of the state

）
に
よ
っ
て
売
却
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

（
5
）
金
銭
給
付
判
決
（m

oney judgem
ent

）

　

金
銭
給
付
判
決
（m

oney judgem
ent

）
に
は
、
三
つ
の
要
素
が
あ
る
。
ま
ず
、「
換
価
を
強
制
で
き
る
こ
と
（executable

）」、

す
な
わ
ち
、
判
決
債
権
者
は
、
金
銭
給
付
判
決
に
よ
り
、
債
務
者
財
産
を
差
し
押
さ
え
て
売
却
す
る
と
い
う
法
的
手
続
を
利
用
で
き
る

権
利
を
取
得
す
る
。
次
に
、「
リ
ー
エ
ン
を
取
得
で
き
る
こ
と
（lienable

）」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
判
決
債
務
の
弁
済
を

確
保
す
る
た
め
に
、
判
決
債
権
者
が
債
務
者
財
産
に
対
す
る
リ
ー
エ
ン
を
取
得
す
る
た
め
の
裁
判
上
の
手
続
を
利
用
で
き
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
最
後
に
、
金
銭
給
付
判
決
は
、「
新
た
な
訴
訟
の
根
拠
と
な
る
（actionable

）」。
こ
れ
は
、
判
決
債
権
者
が
、
当
該
金
銭
給

付
判
決
の
存
在
そ
れ
自
体
を
主
張
す
れ
ば
、
新
た
に
提
起
す
る
訴
え
の
根
拠
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
し
判
決
債
権
者
が
、
判
決

登
録
が
な
さ
れ
た
州
と
は
別
の
州
で
、
債
務
者
が
所
有
す
る
財
産
に
対
し
て
判
決
を
執
行
し
よ
う
と
試
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
要
素
は
重

（
36
）

（
37
）
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要
と
な
る
。

（
6
）
裁
判
外
で
の
債
権
回
収

　

現
実
に
は
、
多
く
の
債
権
は
、
裁
判
手
続
外
で
回
収
さ
れ
て
い
る
。
法
的
手
続
が
開
始
さ
れ
る
前
に
、
督
促
状
（caveat

）
が
債
務

者
に
届
く
。
債
権
者
は
、
裁
判
手
続
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
、
債
務
者
に
対
し
て
自
分
の
債
権
を
任
意
に
弁
済
す
る
よ
う
説
得
す
る

こ
と
を
試
み
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
は
限
界
が
あ
り
、
債
権
回
収
行
為
が
不
法
行
為
に
あ
た
る
場
合
や
、「
公
正
な
債
権
取
立
方
法
に

関
す
る
法
（Fair D

ebt Collection Practice A
ct

）」
の
規
制
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
手
続
外
で
の
債
権
回
収
は
、
困
難
と

な
る
。

2　

強
制
執
行
手
続
（execution
）

（
1
）
意
義

　

強
制
執
行
（execution

）
は
、
金
銭
給
付
判
決
の
内
容
を
実
現
す
る
た
め
に
最
も
重
要
で
、
か
つ
正
式
な
法
的
手
続
で
あ
る
。
強

制
執
行
（execution

）
と
は
、
広
義
で
は
、
金
銭
給
付
判
決
の
内
容
を
実
現
す
る
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
本
稿
で

用
い
る
場
合
、
そ
れ
は
、
判
決
債
権
者
が
、
勝
訴
判
決
の
獲
得
を
原
因
と
し
て
、
執
行
官
に
債
務
者
の
手
元
に
あ
る
財
産
の
差
押
え
と

競
売
を
委
ね
、
判
決
内
容
に
応
じ
て
売
却
益
を
債
権
者
に
配
当
す
る
と
い
う
法
的
手
続
を
意
味
す
る
（
狭
義
）。
こ
れ
は
、
コ
モ
ン

ロ
ー
上
の
強
制
執
行
令
状
（fi fa

）
に
由
来
す
る
が
、
州
に
よ
っ
て
は
、
現
在
も
こ
の
言
葉
が
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
る
。

（
2
）
強
制
執
行
手
続
の
流
れ

　

強
制
執
行
手
続
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
強
制
執
行
令
状
に
由
来
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
、
事
実
上
、
す
べ
て
の
州
に
お

い
て
法
定
さ
れ
て
い
る
。
制
定
法
上
、
細
か
な
相
違
点
は
い
く
つ
か
あ
る
も
の
の
、
強
制
執
行
法
の
本
質
は
州
ご
と
で
異
な
る
と
こ
ろ

は
な
い
と
さ
れ
る
。

（
38
）
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強
制
執
行
手
続
の
大
凡
の
順
序
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
ア
）
金
銭
給
付
判
決
の
言
渡
し
、
ま
た
は
判
決
登
録

（
イ
）
強
制
執
行
令
状
の
発
布

（
ウ
）
執
行
官
へ
の
強
制
執
行
令
状
の
交
付

（
エ
）
執
行
官
に
よ
る
債
務
者
財
産
の
差
押
え

（
オ
）
強
制
競
売
の
方
法
に
よ
る
差
押
財
産
の
競
売

（
カ
）
判
決
債
権
者
に
対
す
る
競
売
に
お
け
る
売
却
益
の
配
当

（
3
）
金
銭
の
給
付
を
内
容
と
す
る
終
局
判
決
（final m

oney judgm
ent

）

　

一
般
債
権
者
が
、
任
意
の
弁
済
に
応
じ
な
い
債
務
者
か
ら
、
自
己
の
債
権
を
回
収
し
よ
う
と
試
み
る
う
え
で
の
最
初
の
一
歩
は
、
金

銭
の
給
付
を
内
容
と
す
る
終
局
判
決
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
判
決
を
取
得
す
る
ま
で
、
一
般
債
権
者
は
、
未
払
の
債
権
を
回

収
す
る
た
め
に
債
務
者
財
産
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
般
債
権
者
は
、
強
制
執
行
手
続
を
経
て
は
じ
め
て
、
債
務
者
の

財
産
に
対
す
る
対
物
的
請
求
権
（in rem

 claim
s

）
や
、
債
務
者
の
財
産
に
付
随
す
る
優
先
的
な
権
利
（attendant priority 

rights

）
を
取
得
す
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
債
務
者
が
債
務
不
履
行
に
陥
っ
た
際
、
担
保
権
者
は
、
裁
判
所
に
よ
る
手
続
を
踏
ん

で
時
間
と
費
用
を
浪
費
す
る
こ
と
な
く
、
債
務
者
財
産
、
す
な
わ
ち
債
務
を
担
保
す
る
た
め
の
担
保
目
的
物
（collateral

）
を
差
し

押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
受
戻
権
喪
失
手
続
（foreclosure
）
に
よ
っ
て
担
保
目
的
物
を
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

債
権
者
は
、
い
つ
強
制
執
行
手
続
の
開
始
を
申
し
立
て
る
権
限
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
異
な
っ
た
考
え
が
存

在
す
る
。
伝
統
的
な
コ
モ
ン
ロ
ー
の
ル
ー
ル
で
は
、
判
決
の
言
渡
し
時
で
あ
っ
た
。
現
在
、
多
く
の
州
で
は
、
裁
判
所
書
記
官

（clerk

）
が
正
式
に
記
録
簿
（docket

）
に
言
い
渡
さ
れ
た
判
決
を
登
録
す
る
（
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
五
八
条
（
ａ
））
時
と
し
て
い
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る
よ
う
で
あ
る
。

　

注
意
す
る
べ
き
は
、
上
訴
人
が
執
行
停
止
保
証
書
（supersedeas bond

）
を
得
な
い
限
り
、
上
訴
に
よ
っ
て
、
上
訴
さ
れ
た
判
決

に
基
づ
く
強
制
執
行
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
点
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
子
供
の
養
育
費
の
支
払
と
い
っ
た
よ
う
な
種
類
の
判
決
に
つ

い
て
は
分
割
払
い
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
場
合
、
強
制
執
行
は
期
限
が
到
来
し
た
分
割
払
い
部
分
に
つ
い
て
の
み
開
始
さ
れ
る
こ
と
も
興

味
深
い
。

（
4
）
強
制
執
行
令
状
（w

rit

）
の
発
付

　

判
決
が
登
録
さ
れ
た
裁
判
所
に
所
属
す
る
書
記
官
（clerk

）
は
、
判
決
債
権
者
の
要
求
に
基
づ
き
、「
執
行
令
状
（w

rit of execu-

tion

）」
を
発
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
純
然
た
る
羈
束
行
為
（m

inisterial act

）
で
あ
る
。
州
の
な
か
に
は
、
正
式
な
執

行
令
状
を
廃
止
し
、
そ
の
代
わ
り
に
書
記
官
が
判
決
債
権
者
に
対
し
て
た
ん
な
る
判
決
書
の
認
証
謄
本
（certified copy

）
を
発
付

す
る
州
も
あ
る
。
法
的
な
効
力
の
点
に
お
い
て
両
者
に
相
違
は
な
い
と
さ
れ
る
。

　

執
行
令
状
は
強
力
な
法
律
文
書
で
あ
る
。
執
行
令
状
に
よ
っ
て
、
執
行
官
は
、
判
決
内
容
を
実
現
す
る
た
め
に
判
決
債
務
者
の
差
押

禁
止
財
産
以
外
の
財
産
を
債
権
額
に
充
つ
る
ま
で
差
し
押
さ
え
る
よ
う
命
じ
ら
れ
、
ま
た
、
そ
の
た
め
の
権
限
を
取
得
す
る
。
こ
の
手

続
は
、「
差
押
え
（levy

）」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
差
し
押
さ
え
る
た
め
に
は
、
執
行
官
が
支
配
権
を
主
張
し
、
債
務
者
の
財
産
を

支
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
執
行
令
状
に
よ
り
、
執
行
官
は
限
ら
れ
た
期
間
内
に
そ
の
結
果
を
報
告
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
期
間
は
、
州
制
定
法
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
、
一
般
的
に
は
六
〇
日
か
ら
一
八
〇
日
ま
で
で
あ
る
。
そ
の
期
限
は
、
執
行
令
状
の

「
結
果
報
告
日
（return date

）」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
日
を
経
過
す
る
と
、
執
行
官
は
も
は
や
当
該
判
決
に
基
づ
く
法
的

な
強
制
執
行
権
限
を
一
切
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

判
決
の
登
録
後
、
執
行
令
状
発
付
ま
で
に
、
一
定
の
猶
予
期
間
が
置
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
一
〇
日
か
ら
三
〇
日
間
ま
で
及
び
、

（
39
）

（
40
）
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そ
れ
は
規
則
や
制
定
法
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
判
決
後
に
な
さ
れ
る
申
立
て
、
た
と
え
ば
再
審
理
（new

 trial

）

の
申
立
て
や
、
判
決
修
正
の
申
立
て
を
す
る
た
め
の
適
切
な
時
間
と
機
会
を
債
務
者
に
与
え
る
た
め
で
あ
る
。

　

こ
れ
以
外
に
も
、
執
行
令
状
の
発
付
を
求
め
よ
う
と
す
る
判
決
債
権
者
に
対
す
る
時
間
的
制
限
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
判
決
の

執
行
力
の
停
止
（dorm

ant

）
で
あ
る
。
コ
モ
ン
ロ
ー
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
判
決
に
署
名
を
し
て
か
ら
一
年
と
一
日
後
に
、
判
決
の

執
行
力
が
停
止
す
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

　

判
決
の
執
行
力
が
停
止
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
判
決
債
権
者
か
ら
執
行
令
状
の
発
付
を
請
求
さ
れ
れ
ば
、
書
記
官
は
こ
れ
を
発
付
す

る
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
書
記
官
は
、
こ
の
事
柄
（
発
付
）
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
裁
量
を
有
し
て
い
な
い
。
執
行
令
状
の
発
付
は
、

た
ん
な
る
羈
束
行
為
で
あ
り
、
職
務
執
行
令
状
（m

andam
us

）
に
よ
っ
て
発
付
を
強
制
で
き
る
。
制
定
法
上
の
判
決
有
効
期
間
内
で

あ
れ
ば
、
債
権
者
が
得
よ
う
と
す
る
執
行
令
状
の
数
に
制
限
は
な
い
。

（
5
）
執
行
令
状
の
執
行
官
へ
の
交
付

　

書
記
官
に
よ
る
執
行
令
状
の
発
付
後
、
そ
の
令
状
は
執
行
官
に
交
付
さ
れ
、
そ
の
令
状
内
容
が
実
行
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
交
付
は
、

通
常
、
ル
ー
テ
ィ
ン
か
つ
行
政
上
の
事
柄
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
い
く
つ
か
の
州
に
お
い
て
は
、
交
付
に
重
要
な
法
的
効
果
が
結
び
付

け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
交
付
に
よ
っ
て
、
債
務
者
の
差
押
禁
止
財
産
以
外
の
財
産
す
べ
て
に
効
力
が
及
ぶ
執
行
リ
ー
エ

ン
（execution lien

）
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
判
決
債
権
者
は
、
そ
の
設
定
後
に
債
務
者
財
産
に
対

す
る
権
利
を
取
得
す
る
担
保
権
者
に
優
先
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ば
、
判
決
債
権
者
は
、
交
付
時
に
、「
担
保
権
者
」
に
な
る
の

で
あ
る
。

　

多
く
の
州
で
は
、
執
行
官
に
対
す
る
執
行
令
状
の
交
付
に
よ
っ
て
、
執
行
リ
ー
エ
ン
の
効
力
が
発
生
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、

そ
う
で
あ
っ
て
も
、
交
付
は
、
強
制
執
行
手
続
に
お
い
て
、
い
ま
だ
必
要
か
つ
重
要
な
段
階
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
執
行
官
は
令
状

（
41
）

（
42
）
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を
入
手
す
る
ま
で
、
債
務
者
財
産
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
6
）
執
行
官
に
よ
る
差
押
え

　

差
押
え
（levy

）
は
、
強
制
執
行
手
続
に
お
い
て
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
。levy

は
、
判
決
内
容
を
実
現
す
る
た
め
に
、
債
務
者

の
差
押
禁
止
財
産
以
外
の
財
産
に
対
し
て
執
行
官
が
行
う
差
押
え
を
意
味
す
る
で
あ
る
。
差
押
え
を
す
る
た
め
に
、
執
行
官
は
支
配
権

（dom
inion

）
を
強
く
主
張
し
、
支
配
を
及
ぼ
し
た
財
産
（subject property

）
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の

差
押
え
は
、
執
行
令
状
の
結
果
報
告
日
（
通
常
六
〇
日
か
ら
一
八
〇
日
ま
で
の
間
）
前
に
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え

れ
ば
、
執
行
官
の
法
的
な
差
押
え
権
限
は
、
そ
の
特
定
の
執
行
令
状
の
有
効
期
間
し
か
存
続
し
な
い
。
も
し
そ
の
令
状
が
失
効
す
れ
ば
、

判
決
債
権
者
は
新
た
な
執
行
令
状
を
発
付
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
っ
た
ん
差
押
え
が
行
わ
れ
れ
ば
、
判
決
債
権
者
は
、

そ
の
物
の
持
つ
金
銭
的
価
値
を
把
握
し
、
そ
し
て
、
そ
の
物
を
、
判
決
内
容
の
満
足
を
得
る
た
め
に
売
却
で
き
る
。

　

強
制
執
行
手
続
に
お
い
て
、
判
決
債
権
者
は
、
し
ば
し
ば
、
積
極
的
か
つ
協
力
的
な
役
割
を
果
た
す
。
と
り
わ
け
、
熱
心
な
判
決
債

権
者
は
、
特
定
の
債
務
者
財
産
が
強
制
執
行
に
服
す
る
資
産
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
判
決
後
の
開
示
手
続
（post-judg-

m
ent discovery

）
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
手
続
に
よ
り
、
債
務
者
の
財
産
が
発
見
さ
れ
れ
ば
、
判
決
債
権
者
は
、
執
行

官
に
対
し
て
、
具
体
的
な
（specific

）
指
示
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
べ
て
の
州
に
、
強
制
執
行
を
補
助
す
る
追
加
的
な
開
示
手

続
（discovery proceedings

）
を
規
律
し
た
り
、
そ
の
権
限
を
認
め
た
り
す
る
詳
細
な
（extensive

）
規
範
が
存
在
す
る
。

　

執
行
官
に
よ
る
差
押
え
の
法
的
な
効
果
は
、
差
し
押
さ
え
た
財
産
を
「
裁
判
所
の
管
理
下
（in custodia legis

）」
に
置
く
こ
と
に

あ
る
。
多
く
の
州
で
は
、
判
決
債
権
者
の
執
行
リ
ー
エ
ン
は
、
執
行
官
に
よ
る
差
押
え
（levy

）
と
同
時
に
、
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
財

産
の
上
に
発
生
す
る
。
こ
う
し
て
、
判
決
債
権
者
は
、
差
押
え
に
よ
り
、
判
決
の
満
足
に
充
て
ら
れ
る
債
務
者
財
産
を
把
握
す
る
だ
け

で
な
く
、
債
務
者
や
第
三
者
（the w

orld

）
す
べ
て
に
対
し
て
、
重
要
な
対
物
的
権
利
や
優
先
的
権
利
を
取
得
す
る
。

（
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執
行
官
は
、
結
果
報
告
日
（return date

）
ま
で
に
、
執
行
令
状
を
発
付
し
た
裁
判
所
に
戻
っ
て
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
差
押
え
の
報
告
か
無
資
産
の
報
告
（nulla bona

）
の
い
ず
れ
か
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
後
者
の
場
合
、
債
権
者
は
新
た
に

別
の
執
行
令
状
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

　

執
行
官
は
差
押
禁
止
財
産
（exem

pt property

）
を
差
し
押
さ
え
る
権
限
を
有
し
て
い
な
い
。
た
と
え
一
般
債
権
者
が
弁
済
を
受

け
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
す
べ
て
の
州
に
お
い
て
、
個
人
の
債
務
者
は
、
自
己
や
そ
の
家
族
の
た
め
に
一
定
の
財
産
を
保
持
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
差
押
禁
止
財
産
は
、
生
活
必
需
品
や
必
須
の
実
用
品
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
社
会
は
、
債
務
者
や
債
務
者
の
家
族

が
家
も
金
も
失
い
、
食
べ
物
や
衣
服
が
な
い
ま
ま
路
上
に
放
置
さ
れ
る
こ
と
を
望
ま
な
い
の
だ
、
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
債
務
者
が
生

計
を
立
て
る
手
段
を
維
持
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
社
会
の
構
成
員
と
し
て
生
産
活
動
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
。
た

と
え
ば
、
農
家
が
農
業
を
営
む
た
め
に
、
ト
ラ
ク
タ
ー
は
必
須
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
差
押
禁
止
財
産
に
関
す
る
法
律
は
、
州

に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
り
、
思
慮
深
い
と
は
思
え
な
い
も
の
も
存
在
す
る
。
あ
ま
り
に
債
務
者
に
寛
大
す
ぎ
る
州
も
あ
れ
ば
、
反
対
に
、

債
務
者
に
厳
し
す
ぎ
る
州
も
あ
る
。

　

実
務
で
は
、
こ
う
し
た
法
律
の
存
在
や
、
執
行
官
が
差
押
え
を
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
で
、
判
決
債
権
者
は
、
強
制
執
行
で
満
足
を
得
る

こ
と
が
よ
り
困
難
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
判
決
債
権
者
は
、
あ
る
債
務
者
財
産
が
差
押
禁
止
財
産
で
は
な
く
、
執
行
官
が
そ
の

係
争
財
産
を
差
し
押
さ
え
る
前
に
、
執
行
官
に
当
該
財
産
を
引
き
渡
す
よ
う
債
務
者
に
指
示
す
る
裁
判
所
の
命
令
を
取
得
す
る
必
要
が

あ
る
。
あ
る
い
は
、
判
決
債
権
者
は
、
執
行
官
に
対
し
て
、
執
行
官
が
誤
っ
た
差
押
え
を
し
た
た
め
に
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
あ
ら
ゆ
る

法
的
責
任
を
保
証
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

（
7
）
売
却
手
続
（sale

）

　

執
行
官
の
差
押
え
が
な
さ
れ
た
後
、
強
制
執
行
手
続
は
、
執
行
官
に
よ
っ
て
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
財
産
の
売
却
（sale

）
の
段
階
へ

（
44
）
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と
進
む
。
強
制
競
売
は
、
目
的
物
が
低
価
格
で
し
か
売
れ
な
い
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
こ
れ
は
深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
債

務
者
は
強
制
競
売
に
よ
り
財
産
を
失
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
味
売
却
価
格
か
ら
判
決
の
未
払
い
部
分
を
控
除
し
た
金
銭
し
か
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
売
却
は
、
執
行
官
が
財
産
を
差
し
押
さ
え
た
後
、
直
ち
に
実
施
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
判
決
債
権
者
が
執
行
官
に
対
し
て

競
売
を
遅
延
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
債
権
者
の
執
行
リ
ー
エ
ン
は
、
遅
延
し
て
い
る
間
に
、
執
行
力
を
停
止
す
る

（dorm
ant

）。
こ
う
し
て
執
行
力
が
停
止
さ
れ
る
と
、
そ
の
間
に
、
債
務
者
財
産
に
対
し
て
権
利
を
取
得
し
た
競
合
債
権
者
に
対
し

て
、
判
決
債
権
者
は
優
先
権
を
失
う
。

　

強
制
競
売
に
関
す
る
解
決
の
困
難
な
問
題
は
、
競
売
価
格
が
、
財
産
の
適
正
と
思
わ
れ
る
価
格
（probable value

）
と
比
べ
て
、

あ
ま
り
に
も
安
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
競
売
の
ほ
と
ん
ど
は
、
関
心
が
集
ま
ら
ず
、
競
争
入
札
が
不
足
し
て
い
る
。
判
決
債
権
者
が
、

た
と
え
競
売
目
的
物
の
公
正
な
市
場
価
格
（fair m

arket value

）
と
か
け
離
れ
て
い
よ
う
と
も
、
判
決
で
認
め
ら
れ
た
金
額
で
入
札

す
る
の
は
、
よ
く
あ
る
。
こ
う
な
る
一
つ
の
理
由
は
、
競
売
の
買
受
人
が
、
債
務
者
の
権
原
に
隠
れ
た
瑕
疵
（latent defects

）
が

あ
っ
て
も
、
保
護
さ
れ
な
い
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
買
受
人
は
債
務
者
が
有
し
て
い
た
権
原
し
か
取
得
で
き
な
い
。
買
受
人

に
は
何
の
権
原
保
証
も
認
め
ら
れ
な
い
。
も
し
権
利
に
瑕
疵
が
あ
る
と
判
明
し
た
と
し
て
も
、
多
数
説
は
、
買
受
人
に
は
支
払
済
み
の

売
却
価
格
の
返
還
を
求
め
る
権
利
が
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
買
受
人
に
残
さ
れ
た
唯
一
の
手
段
は
、
判
決
債
務
者
に
対
し
て
責

任
を
追
及
す
る
（go against

）
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

　

州
は
、
競
売
価
格
の
低
さ
に
対
す
る
施
策
を
講
じ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、「
資
産
評
価
法
（appraisal statutes

）」
の
利
用
が
あ
る
。

こ
の
法
律
に
よ
る
と
、
売
却
前
に
財
産
の
価
格
が
評
価
さ
れ
、
そ
れ
が
、
⑴
た
と
え
実
際
の
売
却
価
格
が
い
く
ら
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ

の
判
決
の
給
付
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
最
低
価
額
と
し
て
扱
わ
れ
る
か
、
⑵
そ
の
評
価
額
の
一
定
割
合
に
至
ら
な
け
れ
ば
競
売
が
無
効
と

（
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な
る
と
い
う
意
味
で
の
最
低
売
却
価
格
（upset price

）
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
以
外
に
も
、
債
務
者
が
競
売
の
取
消
し
を
求
め
て
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
方
法
に
は
あ
ま
り
効
果

が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
た
ん
に
競
売
価
格
が
安
い
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
競
売
は
取
り
消
さ
れ
な
い
と
い
う
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
ル
ー
ル

が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
同
時
に
競
売
に
関
連
す
る
手
続
上
の
違
法
が
示
さ
れ
る
か
、
売
却
価
格
の
不
足
が
「
意
識
を
失
う
」
ほ
ど

極
限
ま
で
安
価
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
裁
判
官
が
そ
の
価
格
の
安
さ
で
気
を
失
う
こ
と
は
ま
れ
で
あ
っ
た
。

　

州
の
な
か
に
は
、
こ
の
価
格
問
題
に
対
処
す
る
方
法
と
し
て
、
受
戻
権
（redem

ption rights

）
を
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

受
戻
権
は
、
通
常
買
価
で
一
定
期
間
内
に
競
売
さ
れ
た
財
産
を
買
う
た
め
の
制
定
法
上
の
権
利
で
あ
る
。
実
質
上
、
受
戻
し
は
先
買
権

（right of first refusal

）
で
あ
り
、
判
決
債
務
者
に
は
、
目
的
物
を
買
い
戻
す
た
め
の
優
先
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
受
戻
し
に
関
す
る
制
定
法
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
競
売
価
格
は
さ
ら
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
諸
法
は
利
益
よ
り
も

損
失
を
与
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
競
売
価
格
が
さ
ら
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
し
ま
う
の
は
、
競
売
買
受
人
は
、
受
戻
期
間
が
終
了
す

る
ま
で
、
当
該
財
産
に
つ
い
て
法
的
に
有
効
な
権
原
（good title

）
を
取
得
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
8
）
配
当
手
続

　

競
売
が
終
了
し
た
後
、
競
売
に
よ
る
売
却
益
は
配
当
さ
れ
る
。
第
一
に
、
競
売
に
よ
る
手
数
料
と
費
用
そ
れ
自
体
は
売
却
益
か
ら
支

払
わ
れ
る
。
次
に
、
判
決
債
権
者
に
、
判
決
額
に
充
つ
る
ま
で
支
払
わ
れ
る
。
競
売
さ
れ
た
財
産
に
他
の
リ
ー
エ
ン
が
あ
る
場
合
に
は
、

一
般
的
に
、
そ
れ
が
判
決
債
権
者
の
執
行
リ
ー
エ
ン
に
優
先
す
る
（senior

）
リ
ー
エ
ン
で
あ
れ
ば
、
競
売
に
よ
っ
て
、
不
利
な
影
響

は
受
け
ず
、
こ
う
し
た
リ
ー
エ
ン
は
、
買
受
人
の
手
に
渡
る
財
産
に
残
り
続
け
る
。
し
か
し
他
方
で
、
優
先
的
な
リ
ー
エ
ン
権
利
者

（senior lienor

）
が
、
判
決
債
権
者
が
配
当
を
受
け
る
前
に
、
売
却
益
か
ら
配
当
を
受
け
る
と
い
う
制
度
の
州
も
あ
る
。
こ
れ
と
は

対
照
的
に
、
判
決
債
権
者
の
執
行
リ
ー
エ
ン
に
劣
後
す
る
リ
ー
エ
ン
は
、
支
払
わ
れ
る
こ
と
な
く
競
売
に
伴
い
切
り
捨
て
ら
れ
る
。
競

（
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売
費
用
や
優
先
さ
れ
る
債
権
者
、
判
決
債
権
者
に
対
し
て
配
当
が
な
さ
れ
た
後
に
残
っ
た
す
べ
て
の
売
却
益
は
、
判
決
債
務
者
へ
と
支

払
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

執
行
リ
ー
エ
ン
に
関
連
し
て
発
生
し
う
る
最
も
重
要
な
問
題
の
一
つ
は
、
同
一
の
債
務
者
財
産
に
対
し
て
、
対
立
す
る
（
競
合
す

る
）
請
求
権
者
間
に
お
い
て
誰
が
優
先
権
を
有
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
（
こ
れ
を
優
先
権
争
い
（priority 

dispute

）
と
い
う
。）。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
ば
、
二
人
の
執
行
リ
ー
エ
ン
債
権
者
が
、
同
一
財
産
に
優
先
権
を
得
よ
う
と
す
る
こ
と

も
あ
り
う
る
。
も
し
く
は
一
人
の
執
行
リ
ー
エ
ン
債
権
者
が
、
債
務
者
財
産
の
買
主
と
競
争
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
あ
る
い
は
、
統

一
商
事
法
典
第
九
編
の
担
保
付
債
権
者
が
、
執
行
リ
ー
エ
ン
債
権
者
と
競
っ
て
債
務
者
の
財
産
に
対
す
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
も
あ

り
う
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
優
先
権
争
い
を
解
決
す
る
カ
ギ
は
、
い
つ
競
争
者
の
権
利
が
優
先
的
な
目
的
を
も
っ
て
発
生
す
る
か
と
い

う
正
確
な
時
点
を
確
か
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
一
番
早
か
っ
た
」
者
が
優
先
権
争
い
に
勝
利
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

執
行
リ
ー
エ
ン
債
権
者
に
と
っ
て
、
大
半
の
ル
ー
ル
の
下
で
は
、
優
先
的
権
利
が
発
生
し
固
定
化
す
る
の
は
執
行
官
が
債
務
者
財
産

を
差
し
押
さ
え
た
瞬
間
で
あ
る
。
数
は
少
な
い
が
、
州
の
な
か
に
は
、
適
時
に
差
押
え
が
な
さ
れ
れ
ば
、
執
行
リ
ー
エ
ン
債
権
者
の
優

先
権
が
、
執
行
官
に
対
す
る
執
行
令
状
の
交
付
の
時
点
ま
で
遡
る
と
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
二
人
の
競
合
す
る
執
行
リ
ー

エ
ン
債
権
者
に
と
っ
て
、
優
先
権
争
い
の
解
決
は
、
単
に
、
誰
が
最
初
に
差
し
押
さ
え
た
か
、
あ
る
い
は
執
行
令
状
を
交
付
し
た
か
に

よ
っ
て
定
ま
る
。

　

も
し
競
合
す
る
請
求
権
者
が
統
一
商
事
法
典
第
九
編
の
担
保
権
付
債
権
者
で
あ
れ
ば
、
カ
ギ
と
な
る
時
点
は
、
い
つ
担
保
権
者
が
そ

の
約
定
担
保
権
を
、
第
九
編
に
基
づ
い
て
、「
完
成
（perfect

）」
さ
せ
た
か
で
あ
る
。
完
成
に
は
一
定
の
形
式
を
備
え
た
公
的
機
関

に
よ
る
公
示
が
必
要
に
な
る
。
通
常
、
公
的
機
関
（public office

）
に
お
い
て
貸
付
証
書
（financing statem

ent

）
が
登
録
さ
れ

る
。
執
行
リ
ー
エ
ン
債
権
者
は
未
完
成
の
（unperfected

）
担
保
権
者
に
対
し
て
優
先
権
を
主
張
で
き
る
が
、
執
行
リ
ー
エ
ン
発
生

（
48
）
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前
に
既
に
公
示
を
備
え
た
担
保
権
者
に
は
劣
後
す
る
（U

. C. C § 9-317 (a) (2) (A
)

）。
そ
れ
ゆ
え
、
ほ
と
ん
ど
の
州
に
お
い
て
、
担

保
権
者
が
完
成
さ
せ
る
前
に
判
決
債
権
者
が
差
押
え
の
効
力
を
獲
得
す
る
か
否
か
が
問
題
に
な
る
。

　

最
後
に
、
債
務
者
か
ら
財
産
を
購
入
し
た
者
は
、
売
買
時
に
債
務
者
が
有
し
て
い
た
あ
ら
ゆ
る
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
も
し
債
務
者
の
財
産
が
売
却
時
す
で
に
執
行
リ
ー
エ
ン
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
執
行
リ
ー
エ
ン
債
権
者
は
、

買
主
に
対
し
て
、
優
先
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
買
主
は
リ
ー
エ
ン
の
付
着
し
た
物
を
取
得
し
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
は
執

行
リ
ー
エ
ン
債
権
者
が
、
競
売
と
配
当
に
よ
っ
て
、
強
制
執
行
手
続
を
完
遂
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
執
行
リ
ー
エ
ン
を
発

生
さ
せ
る
た
め
に
差
押
え
を
要
求
す
る
多
く
の
州
に
お
い
て
、
こ
の
結
果
は
公
平
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
債

務
者
は
、
執
行
官
が
差
し
押
さ
え
た
財
産
に
つ
い
て
、
も
は
や
処
分
権
や
管
理
権
を
有
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

3　

判
決
リ
ー
エ
ン
（Judgment Liens
）

　

州
法
に
お
け
る
債
権
回
収
手
続
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
構
成
要
素
と
し
て
、
判
決
リ
ー
エ
ン
（judgm

ent lien

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

判
決
リ
ー
エ
ン
は
判
決
債
務
者
の
財
産
を
拘
束
す
る
担
保
権
（encum

brance

）
の
一
種
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
判
決
債
権
者
は
、

当
該
財
産
を
売
却
し
て
判
決
内
容
を
実
現
さ
せ
る
と
い
う
権
利
を
得
る
。
ほ
と
ん
ど
の
州
（jurisdiction

）
に
お
い
て
、
判
決
リ
ー
エ

ン
は
債
務
者
の
不
動
産
に
対
し
て
の
み
効
力
を
有
す
る
。

　

判
決
リ
ー
エ
ン
は
有
用
な
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
（anachronism
　

時
代
錯
誤
、
時
代
遅
れ
の
物
）
で
あ
る
。
判
決
リ
ー
エ
ン
は
、
コ

モ
ン
ロ
ー
に
お
け
る
財
産
強
制
管
理
令
状
（w

rit of elegit

）
に
由
来
し
、
こ
の
令
状
に
よ
っ
て
、
判
決
債
権
者
は
、
数
年
の
間
、
債

務
者
の
不
動
産
の
半
分
に
対
し
て
リ
ー
エ
ン
を
取
得
し
て
い
た
。
裁
判
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
期
間
中
、
当
該
不
動
産
（
土
地
）
の
賃
料

そ
の
他
の
果
実
（rents and profits

）
に
よ
っ
て
判
決
内
容
に
従
っ
た
満
足
を
得
て
い
た
。
財
産
強
制
管
理
令
状
は
廃
止
さ
れ
た
が
、

そ
の
名
残
で
あ
る
判
決
リ
ー
エ
ン
は
い
ま
な
お
制
定
法
の
形
式
で
残
っ
て
い
る
。
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執
行
リ
ー
エ
ン
と
異
な
り
、
判
決
リ
ー
エ
ン
に
は
、
債
務
者
に
対
す
る
有
用
な
救
済
方
法
が
判
決
債
権
者
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
特

徴
が
あ
っ
た
。
債
権
者
は
、
判
決
リ
ー
エ
ン
を
取
得
す
れ
ば
、
次
の
二
つ
の
点
で
、
競
合
す
る
他
の
債
権
者
に
対
し
、
優
先
的
な
地
位

を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑴
判
決
リ
ー
エ
ン
は
、
執
行
リ
ー
エ
ン
に
対
し
、
優
先
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
執
行
リ
ー
エ
ン
に
は
執
行

官
（sheriff
）
の
差
押
え
が
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
、
判
決
リ
ー
エ
ン
に
後
れ
て
生
じ
る
た
め
で
あ
る
。
⑵
判
決
債
務
者
の

事
後
取
得
財
産
（after-acquired property

）
に
対
す
る
優
先
権
で
あ
る
。
判
決
リ
ー
エ
ン
は
、
か
か
る
財
産
上
に
自
動
的
に
発
生

す
る
も
の
で
あ
る
。

　

判
決
リ
ー
エ
ン
の
発
生
は
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
を
代
表
と
す
る
多
く
の
州
は
、
裁
判
所
の
書
記
官
が
判
決
を
登
録

し
た
時
点
で
、
判
決
裁
判
所
の
所
在
す
る
郡
内
に
あ
る
債
務
者
の
土
地
に
、
判
決
リ
ー
エ
ン
が
生
じ
る
と
い
う
制
定
法
（M

ckinneyʼs 

CPLR 

§ 5203

）
を
持
つ
。
こ
の
と
き
、
判
決
債
権
者
は
、
判
決
リ
ー
エ
ン
を
得
る
た
め
に
、
特
に
何
か
を
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
う

し
て
、
郡
内
の
土
地
に
対
す
る
債
権
者
の
優
先
的
な
地
位
は
、
判
決
を
登
録
し
た
と
き
に
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
数
は
多

く
な
い
が
、
判
決
の
言
渡
し
時
に
判
決
リ
ー
エ
ン
の
発
生
を
認
め
る
州
も
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
中
に
は
、
判
決
債
権
者
が
、
土
地
の
所
在
す
る
郡
の
不
動
産
登
記
簿
（real estate records

）
に
判
決
が
通
知

さ
れ
た
こ
と
を
登
録
す
る
ま
で
、
判
決
リ
ー
エ
ン
が
発
生
し
な
い
と
す
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
よ
う
な
規
律
（CCCP 

§ 697. 

310.

）
も
あ
り
、
こ
れ
は
次
第
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
趣
旨
は
、
当
該
土
地
の
取
引
に
関
与
す
る
第
三
者
に
、
判
決
リ
ー
エ
ン
の

存
在
を
知
る
機
会
を
保
障
し
、
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
よ
う
な
ル
ー
ル
で
は
、
第
三
者
は
、
不
動
産
取
引
に
際

し
、
不
動
産
登
記
簿
だ
け
で
な
く
、
判
決
登
録
簿
を
確
認
す
る
必
要
が
生
じ
、
こ
の
こ
と
は
酷
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

判
決
が
登
録
さ
れ
た
郡
の
外
に
あ
る
債
務
者
の
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
共
通
の
ル
ー
ル
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
判
決
債
権
者
が
判

決
の
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
を
そ
の
郡
の
不
動
産
登
記
簿
に
登
録
す
る
ま
で
は
、
判
決
リ
ー
エ
ン
は
発
生
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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そ
う
し
な
け
れ
ば
、
債
務
者
と
取
引
を
す
る
第
三
者
は
、　

判
決
リ
ー
エ
ン
の
有
無
を
調
べ
る
た
め
に
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
州
の
判
決

記
録
簿
を
確
認
す
る
と
い
う
、
お
よ
そ
実
行
不
可
能
な
負
担
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

判
決
リ
ー
エ
ン
で
は
、
判
決
債
権
者
は
、
特
定
の
不
動
産
の
上
に
権
利
な
い
し
利
益
を
有
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
、
一
般

リ
ー
エ
ン
（general lien

）
と
呼
ば
れ
る
。
判
決
債
権
者
は
、
リ
ー
エ
ン
の
対
象
と
な
る
債
務
者
の
す
べ
て
の
不
動
産
を
売
却
し
、

判
決
内
容
に
基
づ
く
満
足
を
得
る
権
利
を
有
す
る
。
し
か
し
、　

当
該
権
利
に
は
随
伴
性
が
あ
り
、
た
と
え
第
三
者
に
不
動
産
が
売
却

さ
れ
て
も
、
判
決
債
権
者
は
な
お
判
決
リ
ー
エ
ン
に
基
づ
き
当
該
不
動
産
を
売
却
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
三
者
へ

の
通
知
が
重
要
と
な
る
。
し
か
し
、
判
決
リ
ー
エ
ン
は
判
決
債
務
者
の
手
元
に
あ
る
目
的
物
の
売
買
代
金
に
は
及
ば
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

債
権
者
は
、
強
制
執
行
手
続
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
売
却
代
金
を
取
得
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

　

判
決
リ
ー
エ
ン
の
対
象
と
な
る
財
産
は
、
制
定
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
執
行
リ
ー
エ
ン
と
は
異
な
り
、
多
く
の
州
に
お
い
て
判
決

リ
ー
エ
ン
は
不
動
産
に
対
し
て
の
み
生
じ
る
。
財
産
強
制
管
理
令
状
（w

rit of elegit

）
の
歴
史
的
な
起
源
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
に

よ
る
。
し
か
し
、
州
に
よ
っ
て
は
、
動
産
に
対
し
判
決
リ
ー
エ
ン
を
認
め
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
財
産
に
対
す
る
差
押
え
を
不
要
と
す
る

点
で
も
、
執
行
リ
ー
エ
ン
と
は
異
な
る
。
そ
の
代
わ
り
、
判
決
リ
ー
エ
ン
は
、
判
決
の
登
録
か
不
動
産
記
録
に
判
決
の
通
知
を
登
録
す

る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
債
務
者
の
家
産
（hom

estead
）
の
よ
う
な
差
押
禁
止
財
産
は
、
通
常
、
判
決
リ
ー
エ
ン
の
対
象
に
な
ら

な
い
が
、
判
決
リ
ー
エ
ン
が
効
力
を
持
つ
間
に
、
そ
の
財
産
が
家
産
と
し
て
の
性
質
を
失
え
ば
、
別
で
あ
る
。

　

最
も
重
要
な
点
は
、
そ
の
効
力
が
続
く
限
り
、
判
決
リ
ー
エ
ン
が
債
務
者
の
事
後
取
得
財
産
（after-acquired property

）
に
も

及
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
判
決
リ
ー
エ
ン
の
有
効
期
間
は
、
制
定
法
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
通
常
、
五
年
か
ら
一
〇
年
の
間
継
続
す
る
。
た

と
え
ば
、
判
決
が
登
録
時
に
、
債
務
者
が
判
決
を
言
い
渡
さ
れ
た
郡
に
お
い
て
何
も
財
産
を
所
有
し
て
い
な
い
と
す
る
。
そ
の
五
年
後
、

債
務
者
が
、
ま
だ
未
払
い
の
判
決
に
つ
い
て
弁
済
を
行
う
こ
と
な
く
、
そ
の
郡
内
の
不
動
産
を
相
続
し
た
場
合
、
債
権
者
は
何
も
新
た
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な
行
為
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
当
該
相
続
不
動
産
に
対
し
て
判
決
リ
ー
エ
ン
を
取
得
す
る
。
判
決
を
取
得
し
た
郡
の
外
に
あ
る
土
地
に

つ
い
て
も
、
債
権
者
は
な
お
事
後
取
得
財
産
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

判
決
リ
ー
エ
ン
は
、　

リ
ー
エ
ン
の
対
象
と
な
る
財
産
に
つ
い
て
、
そ
の
事
後
的
に
増
大
し
た
価
値
に
も
及
ぶ
。
こ
の
ル
ー
ル
は
、

そ
の
価
値
の
増
大
が
専
ら
市
場
条
件
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
土
地
の
改
良
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
適
用
さ
れ
る
。

　

判
決
リ
ー
エ
ン
は
、
強
制
執
行
手
続
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
州
に
よ
っ
て
は
、
裁
判
所
に
よ
ら
な
い
実
行
手
続
（fore-

closure

）
を
認
め
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ま
た
、
執
行
リ
ー
エ
ン
と
は
異
な
り
、
判
決
リ
ー
エ
ン
は
、
直
ち
に
実
行
し
な
く
て
も
、
効

力
が
停
止
す
る
（dorm

ant
）
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
仮
に
そ
の
実
行
が
遅
れ
て
も
、
判
決
リ
ー
エ
ン
債
権
者
は
当

該
財
産
に
つ
い
て
優
先
権
を
失
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る

　

以
下
の
場
合
に
、
判
決
リ
ー
エ
ン
は
消
滅
す
る
。
ま
ず
、
⑴
基
礎
を
な
す
判
決
内
容
に
従
っ
て
満
足
が
な
さ
れ
た
場
合
、
次
に
、
⑵

判
決
債
権
者
が
自
ら
の
リ
ー
エ
ン
を
放
棄
（release

）
し
た
場
合
、
最
後
に
、
⑶
制
定
法
が
定
め
る
判
決
リ
ー
エ
ン
の
有
効
期
間
が

満
了
し
た
場
合
で
あ
る
。
判
決
債
務
者
が
倒
産
手
続
の
開
始
を
申
し
立
て
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
倒
産
事
件
に
お
い
て
、
判
決
リ
ー
エ

ン
は
、
担
保
権
（secured claim

）
と
し
て
有
効
で
あ
る
。
仮
に
判
決
債
務
者
が
死
亡
し
た
場
合
で
も
、
判
決
リ
ー
エ
ン
は
な
お
そ

の
財
産
に
対
し
て
存
続
す
る
。

4　

債
権
差
押
え
・
債
権
仮
差
押
え
（G

arnishment

）

　

債
権
差
押
え
・
債
権
仮
差
押
え
（garnishm

ent

）
に
よ
っ
て
、
判
決
債
権
者
は
、
第
三
者
の
手
元
に
あ
る
判
決
債
務
者
の
財
産
を

獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
債
権
差
押
え
は
強
制
執
行
手
続
を
補
完
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
。
債
権
差
押

え
が
利
用
さ
れ
る
の
は
、
通
常
、
⑴
債
務
者
の
銀
行
預
金
口
座
を
差
し
押
さ
え
る
場
面
や
、
⑵
債
務
者
の
将
来
賃
金
に
担
保
を
設
定
す

る
（place a charge

）
場
面
で
あ
る
。
こ
のgarnishm

ent

（
債
権
差
押
え
・
債
権
仮
差
押
え
）
は
、
判
決
登
録
後
だ
け
で
な
く
判
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決
前
に
も
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
暫
定
的
な
救
済
手
段
と
し
て
実
施
さ
れ
る
点
に
お
い
て
、attachm

ent

（
債
権
仮
差
押
え
）

と
概
念
的
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
判
決
後
の
債
権
回
収
手
段
と
し
て
のgarnishm

ent

（
債
権
差
押
え
）
の
利
用
に

焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
す
る
。

　

債
権
差
押
え
は
主
要
な
債
権
回
収
行
為
に
付
随
す
る
行
為
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
判
決
債
権
者
と
、
判
決
債
務
者
の
財
産
を
保
持
す
る

第
三
者
や
、
判
決
債
務
者
に
対
し
債
務
を
負
担
す
る
第
三
者
と
の
間
で
行
わ
れ
る
手
続
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
判
決
債
権
者
は
、「
差

押
債
権
者
（garnishor
）」
と
呼
ば
れ
、
第
三
者
は
、「
第
三
債
務
者
（garnishee

）」
と
呼
ば
れ
る
。
た
と
え
ば
、
債
権
者
が
債
務

者
の
銀
行
預
金
口
座
を
差
し
押
さ
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
当
該
銀
行
が
第
三
債
務
者
と
な
る
。
ま
た
、
賃
金
の
差
押
え
の
場
合
、
債

務
者
に
対
し
て
賃
金
支
払
債
務
を
負
う
使
用
者
が
第
三
債
務
者
と
な
る
。
判
決
債
務
者
は
、
こ
の
手
続
の
当
事
者
で
は
な
い
。
も
っ
と

も
、
州
に
よ
っ
て
は
、
債
務
者
に
よ
る
異
議
（intervention

）
を
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

　

債
権
差
押
え
の
手
続
の
概
要
を
確
認
し
て
お
く
。
こ
の
手
続
は
、
差
押
債
権
者
が
宣
誓
供
述
書
（affidavit

）
を
裁
判
所
に
提
出
す

る
こ
と
で
開
始
さ
れ
る
。
こ
の
供
述
書
に
は
、
第
三
債
務
者
が
債
務
者
の
財
産
を
所
持
し
て
い
る
、
ま
た
は
、
債
務
者
に
対
し
債
務
を

負
担
し
て
い
る
こ
と
を
記
載
す
る
。
判
決
後
の
債
権
差
押
え
の
場
合
、
差
押
債
権
者
は
、
債
務
者
に
対
し
て
な
さ
れ
た
判
決
内
容
に
従

っ
た
満
足
が
得
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
主
張
も
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
判
決
前
の
債
権
差
押
え
の
場
合
に
、
差
押
債
権
者
に
対

し
、
保
証
金
の
提
供
（file a bond

）
を
求
め
る
州
も
あ
る
。
宣
誓
供
述
書
の
提
出
後
、
書
記
官
（clerk

）
は
、
債
権
差
押
令
状

（w
rit of garnishm

ent

）
ま
た
は
呼
出
状
（sum

m
ons

）
を
発
付
す
る
。
呼
出
状
は
、
そ
の
後
、
執
行
官
へ
と
送
付
さ
れ
、
執
行

官
は
第
三
債
務
者
に
呼
出
状
を
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
れ
に
、
債
務
者
に
対
し
て
呼
出
状
を
送
達
す
る
こ
と
を
必
要
的
と
す

る
州
が
あ
る
。
こ
う
し
た
州
に
お
い
て
は
、
一
般
に
、
債
務
者
は
保
証
金
を
提
供
し
、
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
財
産
権
＝
債
権
を
取
り
戻

す
（replevy

）
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
債
務
者
が
答
弁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
後
に
な
る
。
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第
三
債
務
者
は
そ
の
答
弁
に
お
い
て
異
議
事
由
（defense

）
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
⑴
債
務
者
財
産
を
所
持

し
て
い
な
い
こ
と
、
も
し
く
は
債
務
者
に
対
し
債
務
を
負
担
し
て
い
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
り
、
⑵
⑴
の
点
は
認
め
つ
つ
も
、
債
務
者

に
対
し
て
相
殺
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
や
、
ま
た
は
⑶
当
該
債
務
な
い
し
財
産
権
が
債
務
者
の
差
押
禁
止
財
産
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、

責
任
を
否
定
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
三
債
務
者
が
こ
の
よ
う
に
責
任
を
否
定
す
る
場
合
、
差
押
債
権
者
は
、
そ
の
異
議
事
由
を

争
っ
て
、
否
認
の
主
張
（file a traverse

）
を
す
る
か
、
諦
め
て
債
権
差
押
手
続
を
失
効
さ
せ
る
か
の
い
ず
れ
か
に
な
る
。
前
者
の

場
合
、
第
三
者
債
務
者
が
差
押
え
を
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
財
産
を
保
持
し
て
い
る
か
、
ま
た
は
、
債
務
者
に
対
し
、
差
押
え
が
禁
止
さ

れ
て
い
な
い
債
務
を
負
担
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
審
理
が
行
わ
れ
る
。

　

債
権
差
押
手
続
は
代
位
理
論
（subrogation theory

）
を
基
礎
に
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
差
押
債
権
者
は
、
債
務
者
に
な
り

代
わ
っ
て
第
三
債
務
者
に
対
し
て
権
利
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
債
権
差
押
令
状
が
送
達
さ
れ
た
時
点
で
、
差
押
債
権
者

＝
判
決
債
権
者
は
、
判
決
債
務
者
の
権
利
に
代
位
し
て
第
三
債
務
者
に
対
し
て
権
利
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
代
位
法
理
の
帰

結
と
し
て
、
差
押
債
権
者
は
、
第
三
債
務
者
に
対
し
て
、
債
務
者
が
有
す
る
権
利
以
上
の
も
の
を
取
得
す
る
こ
と
は
な
い
。
第
三
債
務

者
が
差
押
債
権
者
に
対
し
て
責
任
を
負
担
す
る
か
否
か
は
、
債
務
者
が
、
第
三
債
務
者
に
対
し
、
自
己
に
有
利
に
訴
訟
を
追
行
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
る
。
債
務
者
が
勝
訴
す
る
場
合
、
差
押
債
権
者
は
債
務
者
と
同
一
の
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
一

方
で
、
債
務
者
が
敗
訴
す
る
場
合
に
は
、
差
押
債
権
者
も
、
債
務
者
と
同
様
、
当
該
権
利
を
失
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
代
位
法
理
に
よ
り
、
債
権
差
押
手
続
に
は
、
い
く
つ
か
の
時
間
的
制
約
が
課
せ
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
、
重
要
な
基
準
時
は
、

債
権
差
押
令
状
や
呼
出
状
が
第
三
債
務
者
に
「
送
達
さ
れ
た
」
時
点
で
あ
る
。
送
達
に
よ
り
、
第
三
債
務
者
が
債
務
者
に
負
う
あ
ら
ゆ

る
差
押
禁
止
債
権
以
外
の
債
務
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
第
三
債
務
者
が
所
持
す
る
債
務
者
の
差
押
禁
止
財
産
以
外
の
財
産
に
対
し
て
、

債
権
差
押
リ
ー
エ
ン
（garnishm

ent lien

）
が
発
生
す
る
。
要
す
る
に
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
、
差
押
債
権
者
は
、
金
銭
給
付
判
決
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で
認
め
ら
れ
た
総
額
に
充
つ
る
ま
で
、
第
三
債
務
者
か
ら
債
務
者
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
金
銭
や
、
第
三
者
が
債
務
者
に
対
し
て

有
す
る
財
産
権
を
獲
得
す
る
。
こ
の
と
き
、
第
三
債
務
者
は
、
差
押
債
権
者
に
対
し
、
差
押
え
の
対
象
と
さ
れ
た
財
産
権
等
を
保
持
す

る
責
任
を
負
う
。

　

か
か
る
第
三
債
務
者
の
責
任
は
、
限
定
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
令
状
の
送
達
前
に
、
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
債
権
が
弁
済
さ
れ
た
り
、

あ
る
い
は
債
務
者
の
財
産
権
が
取
り
戻
さ
れ
た
場
合
、
差
押
債
権
者
は
何
も
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
も
し
、
執
行
官
が

債
権
差
押
令
状
を
送
達
す
る
よ
り
も
少
し
で
も
前
に
、
第
三
債
務
者
で
あ
る
銀
行
が
、
債
務
者
の
預
金
口
座
か
ら
小
切
手
の
券
面
額
を

そ
の
支
払
呈
示
人
に
支
払
っ
た
場
合
、
差
押
債
権
者
は
、
債
権
差
押
手
続
に
よ
り
、
当
該
金
額
を
回
収
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

第
二
に
、
差
押
債
権
者
は
、
債
権
差
押
手
続
に
よ
り
、
令
状
送
達
後
に
成
立
す
る
第
三
債
務
者
の
債
務
者
に
対
す
る
債
務
か
ら
満
足

を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
銀
行
口
座
の
例
で
い
え
ば
、
預
金
口
座
の
開
設
が
、
債
権
差
押
令
状
の
送
達
に
わ
ず
か
で
も

後
れ
れ
ば
、
そ
の
預
金
口
座
は
債
権
差
押
え
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
州
ご
と
に
見
解
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
多
く
の
州
は
送
達
後
に
成
立
す
る
債
務
へ
の
差
押
え
を
認
め
て
い
な
い
。

　

こ
の
基
準
時
の
考
え
に
従
え
ば
、
未
だ
発
生
し
て
い
な
い
賃
金
は
差
押
え
の
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
実
際
上
、
重
要
な
問

題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
論
的
根
拠
は
こ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
債
権
差
押
令
状
の
送
達
時
に
、
第
三
債
務
者
で
あ
る
使
用
者
は
、

判
決
債
務
者
に
将
来
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
賃
金
に
つ
い
て
、
賃
金
の
支
払
債
務
を
負
っ
て
い
な
い
、
と
。
こ
の
制
約
に
よ
っ
て
、
賃
金

差
押
え
の
実
用
性
は
大
い
に
制
約
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
差
押
債
権
者
は
、
弁
済
期
ご
と
に
債
権
を
差
し
押
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。
ま
た
、
い
っ
た
ん
賃
金
が
実
際
に
債
務
者
で
あ
る
被
用
者
に
支
払
わ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
債
権
差
押
え
手
続
は
機
能
し
な

く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
使
用
者
は
も
は
や
債
務
者
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
賃
金
債
務
を
負
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ

い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
州
で
は
、
賃
金
の
差
押
え
を
促
進
さ
せ
る
べ
く
、
賃
金
差
押
え
等
に
関
す
る
特
別
法
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
判
決
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債
権
者
は
将
来
賃
金
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
三
債
務
者
は
、
判
決
債
権
者
に
対
し
、
当
該
判
決
で
認
め
ら
れ
た
金
額
に
充
つ
る
ま
で
、
債
権
差
押
リ
ー
エ
ン
の
対
象
と
な
っ
た

財
産
権
を
引
き
渡
し
、
債
務
を
弁
済
す
る
義
務
を
有
す
る
。
こ
れ
が
も
っ
と
も
重
要
な
義
務
で
あ
る
。
一
方
、
第
三
債
務
者
は
、
判
決

債
務
者
に
対
し
て
は
、
権
利
と
義
務
を
有
し
、
こ
れ
ら
は
、
債
権
差
押
手
続
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
。
第
三
債
務
者
に
つ
い
て
、
判
決

債
務
者
に
対
す
る
金
銭
や
財
産
権
の
引
渡
し
が
強
制
的
に
行
わ
れ
る
場
合
、
第
三
債
務
者
の
判
決
債
務
者
へ
の
責
任
は
、
そ
の
限
度
で

消
滅
す
る
。
要
す
る
に
、
第
三
債
務
者
は
、
判
決
債
務
者
に
対
し
、
二
重
に
支
払
う
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

判
決
債
務
者
が
債
権
差
押
手
続
に
参
加
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
公
正
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
判
決
債
務
者
の
判
決
債
権
者
＝
差
押
債

権
者
に
対
す
る
責
任
も
、
第
三
債
務
者
が
支
払
っ
た
限
度
で
、
消
滅
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
第
三
債
務
者
が
、
債
権
差

押
え
に
関
し
て
訴
訟
手
続
が
係
属
し
た
場
合
、
そ
れ
を
判
決
債
務
者
に
通
知
す
る
制
定
法
上
の
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を

怠
っ
た
場
合
等
は
、
別
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
か
か
る
懈
怠
は
、
判
決
債
務
者
に
不
利
益
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
債

権
差
押
え
に
関
す
る
訴
訟
で
第
三
債
務
者
が
敗
訴
し
、
弁
済
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
、
判
決
債
務
者
は
当
該
判
決
に
拘
束
さ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
訴
訟
で
、
第
三
債
務
者
が
、
判
決
債
務
者
に
対
す
る
責
任
は
な
い
こ
と
を
理
由
に
勝
訴
し
、
そ
の
結
果
、
判
決

債
権
者
に
対
す
る
責
任
を
負
わ
な
い
場
合
、
判
決
債
務
者
の
第
三
債
務
者
に
対
す
る
後
訴
は
制
限
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
判
決
の
効

力
は
訴
訟
当
事
者
に
の
み
及
ぶ
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
通
常
、
判
決
債
務
者
は
債
権
差
押
を
め
ぐ
る
訴
訟
の
当
事
者
に
は
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。
同
様
に
、
か
か
る
訴
訟
の
当
事
者
と
な
っ
て
い
な
い
第
三
者
に
も
判
決
効
は
及
ば
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
差
押
え
の
対
象
と

さ
れ
た
財
産
等
に
対
し
優
先
権
を
主
張
す
る
者
は
、
た
と
え
、
第
三
債
務
者
が
判
決
債
権
者
に
対
す
る
弁
済
を
強
制
さ
れ
た
と
し
て
も
、

第
三
債
務
者
に
対
し
、
あ
ら
た
め
て
当
該
優
先
権
を
主
張
し
て
、
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
第
三
債
務
者
の

「
二
重
払
い
」
を
避
け
る
た
め
に
、
第
三
債
務
者
は
、
債
権
差
押
え
に
関
す
る
訴
訟
が
係
属
す
る
と
き
、
差
押
え
対
象
財
産
に
優
先
権
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を
主
張
す
る
第
三
者
に
対
し
、
競
合
権
利
者
確
定
手
続
（
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
二
二
条
）
を
利
用
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、

す
べ
て
の
利
害
関
係
人
に
判
決
の
拘
束
力
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
。

5　

仮
差
押
え
（A

ttachment

）

　

訴
訟
係
属
中
に
、
被
告
債
務
者
が
無
資
力
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
と
、
勝
訴
し
て
も
、
原
告
債
権
者
は
満
足
を
得
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
執
行
官
が
差
し
押
さ
え
る
財
産
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
勝
訴
判
決
を
獲
得
し
た
後
に
な
さ
れ
る
強
制
執
行
手
続
や
債

権
差
押
え
に
は
、
ほ
ぼ
効
果
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
訴
え
を
提
起
し
た
債
権
者
は
、
当
該
訴
訟
係
属
中
に
、
債
務
者
が
自
己
の
資
産
を

費
消
し
て
し
ま
う
こ
と
を
お
そ
れ
、
判
決
前
の
仮
の
救
済
を
利
用
す
る
。
仮
の
救
済
（provisional rem

edies

）
と
い
わ
れ
る
の
は
、

原
告
が
最
終
的
に
勝
訴
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
果
が
維
持
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
仮
の
救
済
に
は
、
仮
差
押
え
（attach-

m
ent

）、
債
権
仮
差
押
え
（garnishm

ent

）、
仮
の
差
押
え
（replevin

も
し
く
はsequestration

）、
訴
訟
係
属
中
の
抗
弁
（lis 

pendence

）
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
仮
の
救
済
が
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
判
決
前
の
救
済
に
よ
る
直
接
的
な
効
果
は
、
訴
訟

係
属
中
に
、
債
務
者
の
特
定
の
財
産
を
拘
束
す
る
こ
と
で
あ
り
、
債
務
者
は
そ
の
財
産
に
つ
い
て
自
由
な
処
分
が
で
き
な
く
な
る
。
伝

統
的
に
、
財
産
権
の
主
体
に
よ
る
当
該
財
産
の
自
由
な
利
用
や
処
分
は
尊
重
さ
れ
て
き
た
が
ゆ
え
に
、
そ
う
し
た
権
利
を
制
限
す
る
こ

と
に
は
、
説
得
力
の
あ
る
根
拠
が
必
要
と
な
る
。
こ
う
し
た
仮
の
救
済
は
、
す
べ
て
、
コ
モ
ン
ロ
ー
を
沿
革
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

現
在
で
は
、
制
定
法
に
よ
り
規
律
さ
れ
、
ま
た
、
一
九
六
九
年
か
ら
七
五
年
に
か
け
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
憲
法
上
の
手
続
的
デ

ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
制
限
を
課
す
一
連
の
判
決
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

仮
差
押
え
（attachm

ent

）
の
手
続
は
こ
う
で
あ
る
。
執
行
官
が
仮
差
押
令
状
（w

rit of attachm
ent

）
に
基
づ
き
、
債
務
者
の

差
押
禁
止
財
産
で
な
い
財
産
を
差
し
押
さ
え
、
当
該
財
産
を
裁
判
所
の
管
理
下
に
置
く
（in custodial egis

）。
そ
の
後
、
差
し
押
さ
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え
ら
れ
た
財
産
は
、
債
権
者
が
勝
訴
し
た
場
合
に
、
そ
の
判
決
内
容
を
実
現
す
る
た
め
の
担
保
と
な
り
、
勝
訴
判
決
が
な
さ
れ
る
と
、

当
該
財
産
は
競
売
さ
れ
る
。
判
決
前
の
債
権
差
押
え
（garnishm

ent

）
は
、
こ
れ
と
類
似
す
る
制
度
で
あ
る
が
、
差
し
押
さ
え
ら
れ

た
財
産
が
、
第
三
者
の
占
有
下
に
あ
る
点
で
、
仮
差
押
え
と
は
異
な
る
。
た
と
え
ば
、
債
務
者
の
銀
行
口
座
を
差
し
押
さ
え
る
の
は
債

権
差
押
え
（garnishm

ent

）
で
あ
る
。
仮
の
差
押
え
（replevin

も
し
く
はsequestration

）
は
、
差
し
押
え
ら
れ
た
財
産
に
つ
い

て
、
債
務
者
に
対
し
優
先
権
の
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
点
で
、
仮
差
押
え
（attachm

ent

）
や
判
決
前
の
債
権
差
押
え
（garnish-

m
ent

）
と
は
異
な
る
。
訴
訟
係
属
中
の
抗
弁
（lis pendence

）
は
、
訴
訟
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
財
産
の
権
原
に
瑕
疵
（cloud on 

title

）
を
設
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
当
該
訴
訟
の
判
決
は
第
三
者
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。

　

仮
差
押
え
（attachm

ent
）
や
判
決
前
の
債
権
差
押
え
（garnishm

ent

）
は
、
仮
の
救
済
方
法
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
一
般
的
な

も
の
で
あ
り
、
債
務
者
に
対
す
る
事
前
の
通
知
な
く
一
方
的
に
用
い
ら
れ
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
債
務
者
は
当
該
財
産
を
処
分
し
て

し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
か
か
る
手
続
は
手
続
保
障
の
問
題
を
惹
起
し
、
先
の
連
邦
最
高
裁
判
例
は
、
事
前
の
通
知
を
義
務

づ
け
は
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
か
わ
り
に
、
債
務
者
に
対
す
る
公
正
な
補
償
を
求
め
る
。
仮
差
押
え
等
の
手
続
は
、
金
銭
賠
償
を
求
め

る
訴
訟
に
お
い
て
、
仮
差
押
令
状
等
の
発
付
を
求
め
、
宣
誓
供
述
書
を
裁
判
所
に
提
出
す
る
こ
と
が
開
始
さ
れ
る
。
か
か
る
手
続
は
、

あ
く
ま
で
も
訴
訟
に
付
随
す
る
手
続
で
あ
る
。
こ
の
宣
誓
供
述
書
に
は
、
制
定
法
上
、
た
と
え
ば
、
債
務
者
が
当
該
財
産
を
訴
訟
係
属

中
に
処
分
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
所
は
、
仮
差
押
令
状
等
を
発
布
す
る
が
、
連
邦
最

高
裁
の
一
連
の
判
決
後
、
債
務
者
の
権
利
を
保
護
す
る
た
め
、
発
布
に
際
し
、
原
告
債
権
者
に
対
す
る
審
尋
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
際
、
原
告
は
、
勝
訴
可
能
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
裁
判
所
に
説
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

裁
判
所
が
発
布
し
た
令
状
は
、
執
行
官
に
送
付
さ
れ
、
執
行
官
は
、
後
の
勝
訴
判
決
の
内
容
を
担
保
す
る
た
め
、
そ
れ
に
十
分
な
債

務
者
の
財
産
を
差
し
押
さ
え
る
。
か
か
る
差
押
え
に
よ
り
、
目
的
財
産
は
、
裁
判
所
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
上
に
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リ
ー
エ
ン
が
設
定
さ
れ
る
。
こ
の
差
押
え
の
時
点
で
は
、
リ
ー
エ
ン
は
完
成
し
て
い
な
い
。
そ
の
後
、
勝
訴
判
決
が
な
さ
れ
、
登
録
さ

れ
た
と
き
に
、
差
押
え
時
に
遡
っ
て
、
有
効
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
差
押
え
と
判
決
登
録
時
の
間
に
、
第
三
者
が
当
該
目
的
物
に
対

す
る
権
利
を
取
得
し
た
と
き
に
意
味
を
持
つ
。
こ
の
第
三
者
は
仮
差
押
債
権
者
に
劣
後
す
る
か
ら
で
あ
る
。
債
権
者
が
敗
訴
し
た
場
合

に
は
、
仮
差
押
え
は
無
効
と
な
る
。
訴
訟
が
長
期
に
わ
た
る
な
ど
、
仮
差
押
え
の
対
象
と
な
っ
た
財
産
の
処
分
が
制
限
さ
れ
る
と
、
債

務
者
に
負
担
が
生
じ
る
。
こ
の
負
担
を
回
避
す
る
た
め
、
債
務
者
は
、
当
該
訴
訟
が
終
了
す
る
前
に
、
目
的
物
に
見
合
う
価
値
の
担
保

を
立
て
て
、
そ
の
目
的
財
産
の
処
分
権
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
債
務
者
は
、
原
告
債
権
者
の
勝
訴
可
能
性
が
な
い
こ
と

や
、
当
該
仮
差
押
手
続
に
、
実
体
上
な
い
し
手
続
上
の
瑕
疵
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
そ
の
手
続
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

原
告
は
、
仮
差
押
手
続
を
利
用
し
た
場
合
の
費
用
と
便
益
を
熟
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
判
決
内
容
の
実
現
が
担
保
さ
れ
る
こ
と
、

第
三
者
に
対
し
て
優
先
権
を
取
得
す
る
こ
と
は
、
利
点
で
あ
る
。
実
務
上
も
、
債
務
者
に
対
す
る
事
実
上
の
弁
済
圧
力
と
な
ろ
う
。
し

か
し
リ
ス
ク
も
あ
る
。
仮
差
押
手
続
に
失
敗
し
、
時
間
と
費
用
の
浪
費
に
終
わ
っ
た
り
、
不
法
な
仮
差
押
手
続
と
し
て
賠
償
責
任
を
負

担
さ
せ
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
債
務
者
の
最
後
の
手
段
は
、
倒
産
手
続
の
開
始
を
申
し
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。
開
始
申
立
て
の

九
〇
日
前
ま
で
に
な
さ
れ
た
仮
差
押
え
は
、
偏
頗
行
為
と
し
て
否
認
さ
れ
る
お
そ
れ
も
あ
る
（
連
邦
倒
産
法
五
四
七
条
）。
否
認
対
象

に
な
れ
ば
、
債
権
者
は
一
般
債
権
者
に
降
格
と
な
る
。

6　

小
活

　

ア
メ
リ
カ
の
債
権
回
収
法
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
な
ど
を
沿
革
に
持
ち
、
一
部
そ
の
制
度
が
残
存
し
つ
つ
も
、
社
会
の
現
実
に
対
応
す
る

べ
く
、
制
定
法
に
よ
る
「
上
書
き
」
が
行
わ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
制
定
法
の
規
律
主
体
は
、
連
邦
で
は
な
く
、
州
で
あ
る
た

め
、
各
州
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
規
律
や
制
度
が
溢
れ
、
複
雑
な
マ
ト
リ
ク
ス
が
生
ま
れ
て
い
る
。
日
本
法
と
は
、
異
な
っ
た
制
度
で
は
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あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
が
故
に
、
比
較
対
象
と
し
て
の
価
値
が
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
。
と
く
に
、
倒
産
法
と
の
対
比
や
、
民
事
訴
訟
法

と
の
連
関
な
ど
、
興
味
を
引
か
れ
る
事
項
も
存
在
す
る
。
さ
は
さ
り
な
が
ら
、
次
章
で
は
、
執
行
力
が
停
止
す
る
と
い
う
法
理
の
概
要

に
つ
い
て
検
討
す
る
。三 

D
orm

ant

法
理
と
執
行
力
の
時
的
限
界

　

伝
統
的
な
コ
モ
ン
ロ
ー
の
法
理
と
し
て
、
裁
判
所
が
判
決
に
署
名
を
し
て
か
ら
一
年
と
一
日
後
に
、
判
決
の
執
行
力
は
停
止
す
る

（dorm
ant

）。
執
行
令
状
の
発
付
を
求
め
よ
う
と
す
る
判
決
債
権
者
に
は
時
的
制
限
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

ア
メ
リ
カ
法
のdorm

ant

法
理
を
手
掛
か
り
に
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
執
行
力
の
時
的
制
限
を
巡
る
規
律
の
基
礎
と
そ
の
史
的
展

開
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
、Stefan A

. Riesenfeld

教
授
の
論
文
に
依
拠
し
つ
つ
、
簡
単
な
検
討
を
行
う
。
こ
の
論
考
は
、
イ
ギ
リ

ス
法
に
お
け
る
コ
モ
ン
ロ
ー
の
沿
革
を
繙
き
、
ア
メ
リ
カ
の
債
権
回
収
法
の
概
要
と
問
題
点
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
分
野
に

お
い
て
、
古
典
的
な
価
値
を
有
す
る
と
と
も
に
、
現
在
も
よ
く
引
用
さ
れ
る
文
献
の
一
つ
で
あ
る
。

1　

金
銭
給
付
判
決
の
判
決
効

　

ま
ず
、
金
銭
給
付
判
決
の
判
決
効
に
つ
い
て
確
認
を
し
て
お
く
。Riesenfeld

教
授
に
よ
れ
ば
、
英
米
法
に
お
い
て
、
当
該
判
決
の

効
力
は
、
内
在
的
な
い
し
そ
れ
に
固
有
の
も
の
（intrinsic effects

）
と
、
外
在
的
な
い
し
付
随
的
な
も
の
（extrinsic attri-

butes

）
に
区
分
さ
れ
る
。
前
者
は
、
い
わ
ば
既
判
力
に
相
当
す
る
規
律
（res judicata

）
で
あ
り
、
混
同
（m

erger

）、
障
害

（bar

）、
間
接
的
禁
反
言
な
い
し
争
点
効
（collateral estoppel

）、
直
接
的
禁
反
言
（direct estoppel

）
の
四
つ
に
分
類
さ
れ
る
。

こ
れ
と
と
も
に
、
外
在
的
な
い
し
付
随
的
な
効
力
と
し
て
、
判
決
債
権
者
に
対
し
、
強
制
的
で
は
あ
る
が
秩
序
あ
る
債
権
回
収
を
開
始

す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
執
行
力
）。
こ
れ
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
お
よ
び
そ
の
一
部
と
み
な
さ
れ
る
古
い
制
定
法
に
基
づ
い
て
判

（
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決
に
付
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
効
力
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
に
お
い
て
、
⑴
強
制
執
行
権
能
、
⑵
提
訴
権
能
、
⑶
リ
ー
エ
ン
の
設

定
に
分
類
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
英
米
法
の
判
決
効
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
既
判
力
が
内
在
的
な
い
し
固
有
の
効
力
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対

し
、
執
行
力
は
外
在
的
な
い
し
付
随
的
な
も
の
と
さ
れ
る
点
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
コ
モ
ン
ロ
ー
を
継
受
し
つ

つ
も
、
各
州
は
、
執
行
力
の
時
的
制
限
に
つ
き
、
と
く
に
種
々
の
制
定
法
に
よ
っ
て
、
二
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
規
制

や
制
限
を
付
与
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
債
権
者
の
執
行
手
続
に
よ
る
満
足
を
得
る
利
益
と
、
始
ま
ら
な
い
執
行
手
続
に
さ
ら
さ
れ
る
債

務
者
の
負
担
や
、
債
務
者
か
ら
土
地
を
買
い
受
け
た
者
の
保
護
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

2　

コ
モ
ン
ロ
ー
の
沿
革

　

コ
モ
ン
ロ
ー
に
お
け
る
、
金
銭
給
付
判
決
の
執
行
に
は
、
強
制
執
行
令
状
（ fieri facias

）
と
財
産
強
制
管
理
令
状
（elegit

）
が

用
い
ら
れ
た
。
前
者
は
、
金
銭
給
付
判
決
を
得
た
判
決
債
権
者
の
た
め
に
、
判
決
債
務
者
の
動
産
（goods and chattels

）
を
差
し

押
さ
え
、
売
却
し
、
満
足
を
与
え
る
こ
と
を
執
行
官
（sheriff

）
に
命
じ
る
令
状
で
あ
る
。
後
者
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
Ⅰ
世
に
よ
る
立
法

改
革
の
な
か
で
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
第
二
法
律
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
判
決
債
権
者
は
、
判
決
債
務
者
の
財
産
の

占
有
を
得
て
、
そ
こ
か
ら
満
足
を
得
る
こ
と
を
命
じ
た
令
状
で
あ
っ
た
。
対
象
と
な
る
財
産
は
、
動
産
と
、
土
地
の
半
分
で
あ
る
。
判

決
債
権
者
は
、
当
該
動
産
を
合
理
的
な
価
格
で
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
、
当
該
半
分
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
評
価
額
に
基
づ
き
一
定
期

間
貸
借
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

金
銭
給
付
判
決
に
基
づ
く
執
行
権
能
は
、
強
制
執
行
令
状
等
の
発
布
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
時
的
制
限
が
あ
る
。
一

八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
実
務
に
よ
れ
ば
、
判
決
債
権
者
は
、
署
名
済
み
の
終
局
判
決
（signing final judgm

ent

）
に
基
づ
き
、
強
制

執
行
令
状
の
発
布
を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
、
当
該
判
決
が
正
式
に
判
決
記
録
簿
等
（the judgm

ent roll or its 
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docketing

）
に
登
録
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
署
名
の
日
付
か
ら
一
年
と
一
日
で
、
令
状
の
発
布
を
求
め
る
権
利
は
失
わ
れ
る
。
こ
れ

は
、
そ
の
期
間
経
過
後
、
当
該
判
決
に
つ
い
て
は
満
足
を
受
け
た
と
の
推
定
が
働
く
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
推
定
を
破
り
、
新
た
に
強
制

執
行
を
な
す
た
め
に
は
、
強
制
執
行
令
状
の
発
布
を
求
め
る
か
、
当
該
判
決
に
基
づ
き
あ
ら
た
め
て
金
銭
の
支
払
い
を
求
め
る
対
人
訴

訟
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
第
二
法
律
が
強
制
執
行
令
状
の
利
用
を
対
人
訴
訟
に
も
認
め

た
た
め
、
そ
れ
以
降
、
か
か
る
令
状
の
発
布
に
よ
る
執
行
力
の
回
復
（revive

）
と
、
金
銭
給
付
判
決
に
基
づ
く
新
た
な
訴
訟
提
起
に

よ
る
判
決
の
更
新
（renew

）
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
停
止
さ
れ
た
執
行
力
の
問
題
に
対
応
す
る
た
め
、
当
初
は
、
判
決
の

更
新
が
重
要
視
さ
れ
た
が
、
後
に
、
強
制
執
行
令
状
が
そ
れ
に
代
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
、
執
行
令
状
に
よ
る
効
力
の
始
期
は
、

当
初
、
令
状
発
行
日
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
後
に
、
詐
欺
防
止
法
（the Statute of Frauds

）
に
よ
り
、
執
行
官
へ
の
交

付
時
に
変
更
さ
れ
た
。

　

一
方
、
財
産
強
制
管
理
令
状
の
場
合
、
判
決
そ
れ
自
体
で
債
務
者
の
土
地
の
半
分
に
担
保
権
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、

一
八
世
紀
の
用
語
に
従
え
ば
、
法
定
リ
ー
エ
ン
（legal lien

）
と
い
い
、
判
決
債
権
者
の
占
有
を
必
要
と
せ
ず
、
執
行
官
に
よ
る
令
状

の
執
行
に
よ
り
、
不
動
産
賃
借
権
（tenancy

）
と
な
る
。
か
か
る
判
決
リ
ー
エ
ン
の
効
力
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
、
判
決
言
渡
し
の
あ

っ
た
開
廷
期
の
初
日
か
ら
生
じ
た
が
、
後
に
、
詐
欺
的
譲
渡
の
防
止
と
善
意
の
買
受
人
を
保
護
す
る
べ
く
、
詐
欺
防
止
法
等
に
よ
り
変

更
さ
れ
、
判
決
の
署
名
日
と
さ
れ
た
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
登
録
日
と
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
は
、
判
決
債
権
者
間
の
争
い
に
つ
い
て

は
適
用
さ
れ
な
い
。
コ
モ
ン
ロ
ー
で
は
、
当
該
土
地
の
半
分
を
売
却
し
て
満
足
を
得
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
エ
ク
イ

テ
ィ
に
よ
る
売
却
が
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

債
権
者
の
強
制
執
行
手
続
が
、
債
務
者
の
詐
欺
的
な
譲
渡
や
財
産
隠
匿
に
よ
り
奏
功
し
な
い
場
合
に
、
エ
ク
イ
テ
ィ
手
続
が
利
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
現
実
に
は
、
エ
ク
イ
テ
ィ
に
よ
る
救
済
も
、
遅
滞
し
、
場
当
た
り
的
と
さ
れ
、
制
定
法
に
よ
る
保
護
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が
必
要
と
さ
れ
た
。
債
務
者
の
詐
欺
的
な
譲
渡
や
財
産
隠
匿
か
ら
債
権
者
を
保
護
す
る
制
定
法
と
し
て
、
詐
欺
的
譲
渡
防
止
法
（the 

Statute against Fraudulent Conveyances

）
と
詐
欺
的
遺
贈
防
止
法
（the Statute against Fraudulent D

evises

）
の
二
つ

が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
大
法
官
府
に
お
い
て
活
用
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
、
債
務
者
の
詐
欺
的
な
財
産
の
譲
渡
や
隠
匿
に
対
し
、
デ

ィ
ス
カ
バ
リ
ー
手
続
の
利
用
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
確
立
し
た
法
原
則
を
侵
害
し
て
い
る
と
の
疑
い
も

示
さ
れ
た
が
、
一
定
の
条
件
の
下
、
実
務
上
定
着
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
後
も
、
エ
ク
イ
テ
ィ
に
よ
る
判
決
債
権
者
に
対
す
る
救
済
は

拡
大
し
た
よ
う
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
金
銭
給
付
判
決
の
効
力
に
は
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
救
済
を
求
め
る
こ
と
が
含
ま
れ
る

と
い
わ
れ
る
。

3　

ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
継
受
と
変
容　

　

ア
メ
リ
カ
法
は
、
基
本
的
に
こ
れ
ま
で
述
べ
た
コ
モ
ン
ロ
ー
の
制
度
を
継
受
し
た
け
れ
ど
も
、
各
州
に
お
い
て
、
多
様
な
発
展
を
遂

げ
た
。
そ
の
た
め
、
す
べ
て
の
州
法
の
動
向
を
示
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、Riesenfeld

教
授
は
、
注
目
す
る
べ
き
若
干
の

州
を
サ
ン
プ
ル
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
本
稿
も
こ
れ
に
従
う
。
各
州
の
立
法
や
実
務
の
動
向
を
分
析
す
る
視
点
と
し
て
、Riesenfeld

教
授
は
、
⒜
強
制
執
行
令
状
の
統
合
と
判
決
リ
ー
エ
ン
の
独
自
性
、
⒝
出
訴
期
限
法
の
規
律
とdorm

ant

法
理
、
⒞
強
制
執
行
を
補

助
す
る
手
続
の
拡
充
と
規
制
、
を
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
⒝
に
限
定
し
て
、
論
を
進
め
る
。

（
1
）
問
題
の
所
在

　

コ
モ
ン
ロ
ー
上
、
金
銭
給
付
判
決
へ
の
署
名
後
、
一
年
と
一
日
の
間
に
、
判
決
債
権
者
が
強
制
執
行
令
状
や
財
産
強
制
管
理
令
状
に

基
づ
く
強
制
執
行
の
手
続
を
と
ら
な
け
れ
ば
、
当
該
判
決
の
執
行
力
は
停
止
す
る
。
そ
の
根
拠
は
、
当
該
時
日
の
経
過
に
よ
り
、
判
決

は
満
足
を
受
け
た
は
ず
だ
、
と
い
う
推
定
に
あ
っ
た
。
こ
れ
がdorm

ant
法
理
で
あ
る
。
か
か
る
停
止
し
た
執
行
力
を
回
復
す
る
た

め
、
判
決
債
権
者
に
は
二
つ
の
方
法
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
金
銭
給
付
判
決
に
基
づ
き
あ
ら
た
め
て
訴
訟
を
提
起
し
て
、
新
規
の
金
銭
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給
付
判
決
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
り
、
今
一
つ
は
、
判
決
裁
判
所
に
対
し
、
強
制
執
行
令
状
の
発
布
を
求
め
、
旧
判
決
に
基
づ
く
強
制

執
行
を
認
め
る
命
令
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
二
つ
の
方
法
に
は
、
差
異
が
あ
り
、
と
く
に
土
地
の
処
理
を
巡
っ
て
結
論
が
異
な
る
。
新
た
に
獲
得
さ
れ

た
給
付
判
決
は
、
既
存
の
判
決
と
は
別
個
独
立
の
存
在
で
あ
り
、
そ
の
判
決
時
点
に
お
い
て
債
務
者
が
所
有
す
る
土
地
に
効
力
が
及
ぶ

こ
と
に
な
る
。
一
方
、
強
制
執
行
令
状
の
発
布
に
よ
り
、
回
復
さ
れ
る
の
は
旧
判
決
の
執
行
力
で
あ
り
、
そ
の
判
決
リ
ー
エ
ン
が
有
効

と
な
っ
て
、
執
行
力
が
停
止
さ
れ
て
い
る
間
に
な
さ
れ
た
土
地
の
譲
渡
に
も
、
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
コ
モ
ン
ロ
ー
で
も
、
出

訴
期
限
法
の
よ
う
な
制
定
法
で
も
、
こ
う
し
た
給
付
判
決
の
取
り
直
し
に
対
し
て
は
、
厳
格
な
時
的
制
限
は
課
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
強

制
執
行
令
状
も
、
同
じ
く
、
時
的
制
限
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
せ
い
ぜ
い
、
判
決
か
ら
一
〇
年
が
経
過
し
た
場
合
に
は
、
か
か
る
令

状
の
発
布
に
つ
い
て
、
た
ん
な
る
事
務
処
理
上
の
問
題
で
は
な
く
、
裁
判
所
に
対
す
る
申
立
て
が
必
要
に
な
る
程
度
で
あ
る
。

　

執
行
権
能
に
時
的
限
界
を
設
け
ら
れ
な
い
こ
と
、
そ
れ
に
付
随
す
る
判
決
リ
ー
エ
ン
の
永
続
化
は
、
次
第
に
、
債
務
者
に
対
す
る
負

担
や
、
土
地
の
権
原
に
つ
い
て
の
不
明
確
さ
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
各
州
は
、
金
銭
給
付
判
決
の

種
々
の
効
力
に
対
応
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
立
法
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
以
下
で
は
、
重
要
な
州
の
規
律
に
限
定
し
て
紹
介
す
る
。

（
2
）
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州

　

一
七
九
二
年
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
法
は
、
金
銭
給
付
判
決
の
執
行
力
を
限
定
し
た
最
古
の
制
定
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
判
決
後

一
〇
年
の
間
、
強
制
執
行
手
続
が
取
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
、
新
た
に
給
付
判
決
を
取
り
直
す
こ
と
や
強
制
執
行
令
状
の
発
布
に
よ
り
執

行
力
を
回
復
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
強
制
執
行
は
行
わ
れ
た
が
、
不
奏
功
に
終
わ
っ
た
場
合
も
同
様
と
な
る
。
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ

ア
州
裁
判
所
は
、
判
決
後
、
強
制
執
行
手
続
が
取
ら
れ
な
い
ま
ま
一
〇
年
が
経
過
し
た
判
決
は
無
効
と
し
、
当
該
手
続
が
取
ら
れ
た
も

の
の
不
奏
功
に
終
わ
っ
た
場
合
、
強
制
執
行
令
状
に
よ
る
執
行
力
の
回
復
は
許
さ
な
い
が
、
新
た
な
給
付
判
決
を
求
め
る
こ
と
は
可
能
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と
判
示
し
た
。
こ
れ
ら
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
、
一
八
四
九
年
改
正
法
に
よ
り
取
り
除
か
れ
た
。
一
八
四
三
年
と
四
九
年
に
、
判
決
リ
ー
エ
ン

の
独
立
性
と
執
行
権
能
が
認
め
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
金
銭
給
付
判
決
の
執
行
可
能
性
が
消
滅
し
た
場
合
、
か
か
る
リ
ー
エ
ン
も

そ
の
効
力
を
失
う
と
さ
れ
、
後
に
州
法
に
規
定
さ
れ
た
。
一
九
四
二
年
に
は
、
強
制
執
行
が
な
さ
れ
な
い
場
合
、
一
年
で
執
行
力
が
停

止
す
る
と
い
う
ル
ー
ル
を
廃
止
し
、
強
制
執
行
令
状
の
発
布
や
新
た
な
給
付
訴
訟
の
提
起
の
た
め
規
定
さ
れ
た
の
と
同
じ
期
間
、
執
行

手
続
の
た
め
の
令
状
を
発
布
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
四
八
年
に
、
強
制
執
行
令
状
、
新
た
な
給
付
判
決
の
獲
得
お
よ

び
判
決
リ
ー
エ
ン
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
判
決
後
二
〇
年
で
、
執
行
力
は
失
わ
れ
る
と
明
文
で
規
定
し
た
。
こ
う
し
て
強
制
執
行
令

状
の
手
続
は
、
利
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
判
決
後
二
〇
年
を
経
過
し
て
、
な
お
強
制
執
行
を
求
め
る
場
合
に
は
、
不
可
欠
の

手
段
と
さ
れ
た
。
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
特
徴
は
、
強
制
執
行
令
状
の
発
布
、
新
訴
提
起
、
判
決
リ
ー
エ
ン
の
有
効
性
に
つ
い
て
、
い
ち

早
く
制
定
法
に
よ
り
規
律
を
試
み
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

（
3
）
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州

　

コ
モ
ン
ロ
ー
の
伝
統
を
固
く
守
る
州
と
し
て
、
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
が
あ
っ
た
。dorm

ant

法
理
を
前
提
と
し
つ
つ
、
執
行
力
の

回
復
の
た
め
に
、
強
制
執
行
令
状
が
利
用
さ
れ
、
原
判
決
に
基
づ
く
新
訴
提
起
に
つ
い
て
は
、
出
訴
期
限
法
の
適
用
を
制
限
し
た
。
し

か
し
、
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
は
、
早
い
段
階
か
ら
、
判
決
リ
ー
エ
ン
を
制
限
し
た
。
判
決
が
な
さ
れ
た
開
廷
期
の
最
初
の
結
果
報
告
日

（first return day

）
か
ら
五
年
の
間
、
強
制
執
行
令
状
の
発
布
が
な
け
れ
ば
、
判
決
リ
ー
エ
ン
は
効
力
を
失
う
と
い
う
法
律
が
、
一

七
九
八
年
に
制
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
債
権
者
と
不
動
産
の
買
受
人
の
保
護
を
目
的
と
し
て
い
た
。
一
方
、
コ
モ
ン
ロ
ー
の

dorm
ant

法
理
に
よ
る
執
行
力
の
停
止
は
、
一
八
四
五
年
に
、
五
年
に
延
期
さ
れ
、
一
八
八
七
年
に
は
、
強
制
執
行
令
状
の
発
布
も

な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
不
動
産
に
対
す
る
判
決
リ
ー
エ
ン
が
失
効
し
た
と
し
て
も
、
判
決
か
ら
二
〇
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
動
産
に
対
す
る

執
行
は
、
強
制
執
行
令
状
を
利
用
す
る
こ
と
で
可
能
と
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
強
制
執
行
令
状
の
必
要
性
は
減
少
し
、
そ
の
実
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務
運
用
は
簡
素
化
し
た
と
い
わ
れ
る
。

（
4
）
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州

　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
も
、
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
と
同
様
に
、
一
八
一
三
年
、
制
定
法
に
よ
っ
て
判
決
リ
ー
エ
ン
を
一
〇
年
間
に
制
限
し

た
。
一
八
二
八
年
に
は
、dorm

ant

法
理
の
期
間
を
判
決
の
登
録
か
ら
二
年
に
延
ば
し
、
強
制
執
行
令
状
に
よ
る
執
行
力
の
回
復
を

判
決
登
録
か
ら
一
〇
年
に
限
定
し
た
。
し
か
し
、
登
録
し
た
判
決
に
基
づ
く
新
訴
提
起
に
つ
い
て
、
出
訴
期
限
法
の
適
用
は
な
さ
れ
な

か
っ
た
も
の
の
、
コ
モ
ン
ロ
ー
の
推
定
（
二
〇
年
の
間
に
弁
済
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
）
が
明
文
で
規
定
さ
れ
た
。the Com

m
is-

sioners on Practice and Pleading

か
ら
全
面
的
な
改
正
提
案
が
な
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
⒜
新
訴
提
起
は
二
〇
年
に
限
定
す
る
こ

と
、
⒝
一
八
六
〇
年
以
降
は
判
決
リ
ー
エ
ン
を
廃
止
す
る
こ
と
、(c)dorm

ant

法
理
の
期
間
を
五
年
間
と
し
、
執
行
力
の
回
復
は
、

当
事
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
相
手
方
当
事
者
へ
の
通
知
に
よ
り
行
う
と
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
⒜
と
⒞
の
提
案
は
実
現
し
た
が
、
⒝
は

採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
特
徴
は
、
前
述
し
た
執
行
力
の
三
つ
の
要
素
を
個
別
に
規
律
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の

後
、
こ
う
し
た
規
律
は
多
く
の
州
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
執
行
力
が
停
止
す
る
期
間
を
一
年
間
と
す
るdorm

ant

法
理
を
変

更
し
、
よ
り
長
い
期
間
を
付
与
し
た
点
も
重
要
で
あ
る
。

4　

小
括

　

コ
モ
ン
ロ
ー
で
は
、
裁
判
所
が
判
決
に
署
名
を
し
て
か
ら
一
年
と
一
日
後
に
、
判
決
の
執
行
力
が
停
止
す
る
。
し
か
し
、
今
日
す
べ

て
の
州
に
お
い
て
、
執
行
力
停
止
（dorm

ant

）
ま
で
の
期
間
は
制
定
法
に
よ
っ
て
か
な
り
延
長
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
五

年
か
ら
一
〇
年
間
と
な
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
多
く
の
州
に
お
い
て
、
債
権
者
が
制
定
法
の
定
め
る
期
間
中
に
強
制
執
行
を
求
め
れ

ば
、
債
権
者
は
執
行
力
の
停
止
を
期
限
な
く
先
延
ば
し
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
来
コ
モ
ン
ロ
ー
に
よ
り
限
定
さ
れ
た
は
ず
執
行
力
が
、

い
わ
ば
永
続
的
な
も
の
と
な
り
、
各
州
は
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
債
務
者
や
土
地
の
買
受
人
の
負
担
に
苦
慮
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
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各
州
の
実
務
は
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
手
続
は
専
ら
規
則
や
制
定
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
制

定
法
に
よ
る
規
律
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
も
、
執
行
力
が
金
銭
給
付
判
決
の
外
在
的
な
い
し
付
随
的
効
力
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
点
に

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

執
行
力
の
停
止
を
避
け
る
た
め
に
、
債
権
者
に
は
、
元
の
判
決
の
執
行
力
の
「
回
復
（revival

）」
や
当
該
判
決
の
「
更
新
（re-

new
al

）」
と
い
う
二
つ
の
手
段
が
存
在
し
た
。
コ
モ
ン
ロ
ー
で
は
、
回
復
は
強
制
執
行
令
状
（scire facias

）
を
通
じ
て
行
わ
れ
、

更
新
は
元
の
判
決
に
つ
い
て
新
た
に
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。
各
州
は
こ
れ
ら
の
概
念
を
維
持
し
つ
つ
、
幅

広
い
、
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
規
制
を
採
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
回
復
や
更
新
を
利
用
す
る
方
法
や
許
さ
れ
る
回
数
、
回
復
や
更
新
後

の
判
決
に
付
与
さ
れ
る
優
先
的
な
地
位
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
判
決
債
権
者
が
元
の
判
決
の
執
行
力
停
止
を
許
し
て
し
ま
う
と
、
判
決

債
権
者
は
、
他
の
債
権
者
に
対
し
て
、
当
該
判
決
の
優
先
的
地
位
を
対
抗
で
き
な
い
場
合
が
起
こ
り
得
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
ろ

う
。

ま
と
め
と
展
望

　

Riesenfeld

教
授
が
述
べ
る
よ
う
に
、
金
銭
給
付
判
決
に
基
づ
く
債
権
回
収
手
続
は
、
長
い
時
間
の
中
で
、
複
雑
な
展
開
を
遂
げ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
動
向
を
網
羅
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
理
論
的
な
観
点
か
ら
一
定
の
分
析
を
加
え
る
こ
と
に

は
価
値
が
あ
ろ
う
。
倒
産
法
と
債
権
回
収
法
の
関
係
は
ア
メ
リ
カ
法
の
文
脈
で
重
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
両
者
を
規
律

す
る
基
本
概
念
で
あ
る
、
金
銭
給
付
判
決
の
執
行
力
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
。

　

コ
モ
ン
ロ
ー
で
は
、
金
銭
給
付
判
決
の
執
行
力
に
、
判
決
か
ら
一
年
と
一
日
と
い
う
時
的
限
界
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
執
行

力
の
停
止
を
回
避
す
る
た
め
、
判
決
債
権
者
は
、
強
制
執
行
令
状
の
手
続
を
利
用
し
た
り
、
元
の
判
決
に
基
づ
く
新
訴
提
起
に
よ
る
金
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銭
給
付
判
決
を
取
得
し
た
り
し
て
、
対
応
し
て
い
た
。

　

ア
メ
リ
カ
法
の
特
徴
は
、
基
本
的
に
コ
モ
ン
ロ
ー
の
制
度
を
継
受
し
つ
つ
、
判
決
債
権
者
に
よ
る
無
限
定
な
執
行
力
の
更
新
を
制
定

法
に
よ
り
規
制
し
よ
う
と
し
た
点
に
あ
る
。
こ
う
し
た
規
律
の
前
提
に
は
、
金
銭
給
付
判
決
の
判
決
効
に
対
す
る
理
解
が
あ
り
、
執
行

力
は
、
判
決
効
の
な
か
で
、
外
在
的
な
い
し
付
随
的
な
効
力
と
認
識
さ
れ
、
制
定
法
（
州
法
）
に
よ
る
規
制
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
対

す
る
違
和
感
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
執
行
力
は
、
執
行
権
能
、
提
訴
権
能
、
判
決
リ
ー
エ
ン
に
分
解
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対

す
る
規
律
が
個
別
に
行
わ
れ
た
。
州
法
に
基
づ
く
規
制
で
あ
っ
た
た
め
、
各
州
が
独
自
の
規
律
を
発
展
さ
せ
た
結
果
、Riesenfeld

教

授
は
、
概
念
の
整
理
と
統
一
的
な
ル
ー
ル
策
定
の
必
要
性
を
主
張
さ
れ
た
。
現
在
で
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
ル
ー
ル
が
他
の
州
に
対

し
て
も
、
相
当
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

　

本
稿
は
、
日
本
法
へ
の
示
唆
を
検
討
す
る
に
は
、
十
分
に
熟
し
た
研
究
成
果
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
、
今
後
、
な
お
検
討
す
べ
き

事
柄
と
、
日
本
法
に
お
い
て
連
関
を
意
識
す
る
べ
き
若
干
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　

金
銭
給
付
判
決
の
判
決
効
に
つ
い
て
、
よ
り
立
ち
入
っ
た
分
析
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
執
行
力
を
介
し
て
、
債
権
回
収
法
と
倒

産
法
の
連
関
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
、
金
銭
給
付
判
決
の
内
在
的
な
分
析
を
進
め
る
こ
と
で
、
既
判
力
を
介
し
た
民
事
訴
訟
法
と
の
比

較
分
析
も
可
能
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
執
行
力
の
三
つ
の
分
類
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
相
互
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ

る
。
と
く
に
、
判
決
リ
ー
エ
ン
の
位
置
づ
け
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
近
時
、
三
木
浩
一
教
授
は
、
提
訴
し
勝
訴
し
た
債
権
者
の
負
担
や
苦

労
を
適
正
に
評
価
し
、
優
先
的
な
地
位
を
付
与
す
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
、
そ
の
範
を
ア
メ
リ
カ
法
の
判
決
リ
ー
エ
ン
に
求
め
ら

れ
る
。
こ
れ
は
、
民
事
執
行
法
に
お
け
る
平
等
主
義
に
対
し
再
考
を
促
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、
倒
産
法
の
あ
り
方
の
根
幹
に
も
か
か
わ
る

提
言
で
あ
る
。
ま
た
、
民
事
紛
争
の
解
決
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
に
も
連
な
る
。
受
け
止
め
て
引
き
続
き
論
じ
ら
れ
る
べ
き
重
要
な

提
言
で
あ
る
。
ま
た
、
近
時
公
表
さ
れ
た
「
民
事
執
行
法
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
」
八
頁
に
お
い
て
、「
第
4 

債
権
執
行
事
件
の

（
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終
了
を
め
ぐ
る
規
律
の
見
直
し　

1　

差
押
債
権
者
が
取
立
権
を
行
使
し
な
い
場
面
等
に
お
け
る
規
律
」
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
わ
が

国
で
は
、
金
銭
債
権
の
執
行
が
私
人
（
差
押
債
権
者
）
に
よ
る
換
価
・
満
足
と
い
う
簡
略
な
手
法
が
採
ら
れ
て
い
る
点
で
、
本
稿
の
成

果
が
直
接
に
活
か
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
執
行
を
無
限
定
に
放
置
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
こ
と
は
、
債
務
者
だ
け
で
な
く
、

利
害
関
係
人
に
も
、
過
重
な
負
担
を
も
た
ら
す
。
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
金
銭
債
権
の
執
行
に
注
目
し
て
、
研
究
を
進
め
て
い
く
こ
と

に
も
意
味
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
最
後
に
、
ア
メ
リ
カ
の
執
行
の
実
態
に
つ
い
て
も
知
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
三
木
教
授

が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
行
っ
た
実
態
調
査
の
手
法
は
、
お
お
い
に
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
日
本
法
の
問
題
を
意
識
し
な
が
ら
、

引
き
続
き
、
ア
メ
リ
カ
法
の
理
論
や
実
務
を
探
求
し
て
い
き
た
い
。

＊
日
本
法
へ
の
言
及
が
不
十
分
で
あ
り
、
至
ら
ぬ
点
が
多
い
論
考
で
あ
り
ま
す
が
、
池
田
辰
夫
先
生
の
退
職
の
お
祝
い
と
さ
せ
て
い

た
だ
け
れ
ば
何
よ
り
と
考
え
ま
す
。

い
わ
ば
そ
の
集
大
成
と
し
て
、
中
野
貞
一
郎
・
下
村
正
明
『
民
事
執
行
法
』（
青
林
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
が
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
法
で
も
債
権
回
収
法
に
関
す
る
理
論
研
究
者
に
よ
る
研
究
業
績
は
多
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
近
時
、
国
際
仲
裁
の
法
廷
地

と
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
債
権
回
収
法
の
研
究
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

（Charles J. T
abb, LA

W
 O

F BA
N

K
RU

PT
CY

 (4
th, 2016), at 237

）。

と
は
い
え
、
近
時
注
目
す
る
べ
き
研
究
と
し
て
、
法
務
省
・
競
売
制
度
研
究
会
（
座
長
：
山
本
和
彦
教
授
）
に
よ
る
成
果
が
あ
る
。
こ
の
研

究
会
は
、
ア
メ
リ
カ
そ
の
他
の
諸
外
国
に
お
け
る
民
間
競
売
制
度
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
日
本
の
競
売
制
度
の
在
り
方
を
研
究
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
近
時
、
現
在
の
民
事
執
行
法
改
正
の
文
脈
に
即
し
て
、
判
決
の
実
効
性
確
保
を
目
的
と
し
た
注
目
す
べ
き
文
献
が

公
表
さ
れ
て
い
る
（
三
木
浩
一
編
『
金
銭
執
行
の
実
務
と
課
題
』（
青
林
書
院
、
二
〇
一
三
年
））。
ま
た
、
Ｄ
・
Ｇ
・
エ
プ
ス
タ
イ
ン
〔
小
杉
丈

夫
ほ
か
訳
〕『
ア
メ
リ
カ
の
債
権
回
収
法
』（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
四
年
）
は
、
彼
の
地
の
制
度
を
正
確
に
伝
え
る
点
で
、
現
在
に
お
い
て

（
92
）

（
93
）

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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も
貴
重
な
資
料
で
あ
り
、
本
稿
も
こ
れ
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

裁
判
所
外
で
の
手
続
を
踏
ま
え
た
検
討
し
て
、
拙
稿
「
倒
産
法
の
世
界
の
こ
れ
か
ら
」
法
セ
ミ
七
一
七
号
二
六
頁
（
二
〇
一
四
年
）。

も
っ
と
も
、
民
再
二
六
条
一
項
た
だ
し
書
き
に
よ
れ
ば
、
同
条
項
第
二
号
に
掲
げ
る
強
制
執
行
手
続
に
つ
い
て
、
中
止
命
令
は
、
そ
の
手
続

の
申
立
人
で
あ
る
再
生
債
権
者
に
不
当
な
損
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
。

連
邦
最
高
裁
判
事
で
あ
っ
たJoseph Story

の
業
績
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
う
し
た
経
緯
を
確
認
し
た
も
の
と
し
て
、
拙
稿
「
申
立
直
後
の

取
引
の
継
続
」
伊
藤
眞
ほ
か
編
今
中
利
昭
先
生
傘
寿
記
念
論
文
集
『
会
社
法
・
倒
産
法
の
現
代
的
課
題
』
五
〇
五
頁
（
民
事
法
研
究
会
、
二
〇
一

五
年
）
参
照
。

T
he Bankruptcy Code, T

itle 11 of the U
nited States Code (11 U

. S. C. § 101, et seq.).
184 U

. S. 1, 14 (1901).

こ
の
点
に
つ
い
て
、
こ
う
し
た
金
銭
給
付
判
決
を
求
め
る
訴
訟
が
州
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
倒
産
事
件
が
連
邦
地
方
裁
判
所

の
管
轄
権
の
も
と
に
あ
っ
た
こ
と
に
は
留
意
す
る
べ
き
で
あ
る
（
拙
稿
・
前
掲
註
（
6
）
参
照
）。

も
っ
と
も
、
実
証
研
究
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
中
止
命
令
や
取
消
命
令
が
問
題
な
っ
た
事
件
は
あ
ま
り
多
く
な
い
よ
う
で
あ
る
（
山
本
和
彦

＝
山
本
研
編
『
民
事
再
生
法
の
実
証
的
研
究
』〔
近
藤
隆
司
・
金
春
〕（
商
事
法
務
、
二
〇
一
四
年
）
六
六
頁
以
下
）。
申
立
て
か
ら
開
始
決
定
ま

で
の
期
間
を
短
縮
化
す
る
実
務
の
努
力
が
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
個
別
の
和
解
に
よ
り
債
務
の
一
定
額
が
弁
済
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

周
知
の
通
り
、
わ
が
国
の
民
事
執
行
法
で
は
、
平
等
主
義
が
採
ら
れ
て
い
る
。

園
尾
隆
司
『
民
事
訴
訟
・
執
行
・
破
産
の
近
現
代
史
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
を
初
め
と
す
る
一
連
の
研
究
が
有
益
で
あ
る
。

さ
し
あ
た
り
、
中
野
貞
一
郎
・
下
村
正
明
『
民
事
執
行
法
』
註
（
1
）
三
五
頁
、
三
九
頁
註
（
6
）・（
7
）
参
照
。

T
abb, supra note 2, at 4-6.

こ
こ
で
い
う
「
支
払
不
能
（insolvent

）」
と
は
、T

hom
as Jackson

の
定
義
に
よ
り
、
個
別
的
な
債
権
回
収
制
度
は
、
権
利
行
使
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
債
権
者
が
複
数
存
在
し
、
か
つ
、
債
務
者
が
そ
の
債
権
者
ら
に
完
全
な
弁
済
を
す
る
の
に
十
分
な
財
産
を
有
し
て
い
な
い
状
況

を
意
味
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
こ
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
水
元
宏
典
『
倒
産
法
に
お
け
る
一
般
実
体
法
の
規
制
原
理
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇

二
年
）
四
四
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）



（阪大法学）67（3・4-56）　480 〔2017.11〕

T
abb

教
授
は
、
こ
こ
で
、T

hom
as H

. Jackson, Bankruptcy, N
on-Bankruptcy, E

ntitlem
ents, and the Creditorʼs Bargain, 

91 Y
ale L. J. 857 (1982).

を
引
用
し
て
い
る
。Jackson

教
授
の
理
論
、
お
よ
び
、
倒
産
法
の
効
率
性
原
理
に
つ
い
て
は
、
水
元
・
前
掲
註

（
15
）
四
四
頁
以
下
が
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
優
先
主
義
の
も
と
、
実
際
に
は
、
少
な
く
と
も
二
名
の
債
権
者
は
、
一
ド
ル
も
回
収
で
き
な
い
。
自
分
が
こ
う
し
た
二
名
の
う

ち
の
一
人
に
な
る
の
か
否
か
は
、
事
前
に
は
分
か
ら
な
い
。

Richard J. M
ason and Patricia K

. Sm
oots, W

hen D
o the Creditorsʼ Shoes Fit: A

 Bankruptcy E
stateʼs Pow

er to A
ssert 

the R
ights of a H

ypothetical Judgm
ent Creditor, 91 A

m
. Bankr. L. J. 435 (2017).

以
下
、
主
と
し
て
、
こ
の
文
献
に
依
拠
し
て
説
明

す
る
。連

邦
倒
産
法
五
四
四
条
⒜
に
よ
れ
ば
、
管
財
人
・
Ｄ
Ｉ
Ｐ
は
、
①
債
務
者
の
財
産
の
す
べ
て
に
対
し
て
司
法
上
の
リ
ー
エ
ン
（judicial 

lien

）
を
有
す
る
債
権
者
、
②
強
制
執
行
し
た
が
債
権
の
満
足
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
債
権
者
、
お
よ
び
③
善
意
で
不
動
産
を
購
入
し

対
抗
要
件
を
備
え
た
譲
受
人
と
同
様
の
地
位
を
有
し
、
手
続
開
始
時
点
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
有
す
る
否
認
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
福
岡
真
之
介
『
ア
メ
リ
カ
連
邦
倒
産
法
概
説
【
第
二
版
】』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
六
年
）
一
四
二
頁
─
一
四
三
頁
）。
同
条
項
に
つ
い
て
、
高

木
新
二
郎
『
ア
メ
リ
カ
連
邦
倒
産
法
』
五
八
一
頁
（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
九
六
年
）
参
照
。

ち
な
み
に
、
こ
の
問
題
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
直
接
取
り
上
げ
ら
れ
、
一
定
の
解
決
が
示
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
、
と
さ
れ
る

（M
ason and Sm

oots, supra note 18, at 435.
）。

以
下
の
記
述
は
、T

abb, supra note 2, Ch1. § 1.3.
に
よ
る
。
ま
た
、
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
を
参
考
に
し
た
。

リ
ー
エ
ン
（lien

）
は
、「
債
権
の
履
行
や
債
権
の
弁
済
を
確
保
す
る
た
め
の
財
産
に
対
す
る
担
保
権
な
い
し
利
益
」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ

る
（
連
邦
倒
産
法
一
〇
一
条
（
37
））。

「
裁
判
手
続
に
よ
る
リ
ー
エ
ン
（judicial lien

）」
は
、
判
決
（judgem

ent

）
や
差
押
え
（levy

）、
仮
差
押
え
（sequestration

）、
他

の
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
、
ま
た
は
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
手
続
（process or proceeding

）
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
リ
ー
エ
ン
と
定
義
さ
れ
る
（
連
邦

倒
産
法
一
〇
一
条
（
36
））。

T
abb, supra note 2, at 13 note 55.

こ
れ
は
、
強
制
執
行
（execution

）
の
開
始
に
よ
っ
て
、
執
行
債
権
者
の
た
め
に
そ
の
目
的
物
の
上
に
生
じ
る
優
先
権
を
い
う
。

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）

（
21
）

（
22
）

（
23
）

（
24
）

（
25
）
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こ
れ
は
、
債
務
者
の
財
産
に
つ
い
て
判
決
債
権
者
（judgem

ent creditor

）、
す
な
わ
ち
、
債
務
者
に
対
し
て
義
務
の
履
行
を
命
じ
る
判

決
を
持
ち
、
強
制
執
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
債
権
者
に
与
え
ら
れ
る
、
他
の
一
般
債
権
者
に
対
す
る
優
先
権
で
あ
る
。
こ
の
優
先
権
は
、
か
つ

て
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
存
在
し
、
ア
メ
リ
カ
の
州
法
に
継
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
要
件
あ
る
い
は
対
象
な
ど
も
各
州
に
よ
っ
て
差
異
が

あ
る
。
た
と
え
ば
、
執
行
先
取
特
権
と
異
な
り
、
対
象
を
不
動
産
に
限
る
州
も
あ
る
が
、
債
務
者
財
産
一
般
を
対
象
と
す
る
州
も
あ
る
。

こ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
判
決
後
、
債
務
者
の
預
金
口
座
を
差
し
押
さ
え
た
場
合
、
そ
の
上
に
生
じ
る
優
先
権
を
い
う
。

こ
れ
は
、
訴
訟
係
属
中
に
債
務
者
の
財
産
を
仮
に
差
し
押
さ
え
て
拘
束
し
、
勝
訴
し
た
場
合
、
当
該
判
決
内
容
を
実
現
す
る
た
め
、
そ
の
上

に
生
じ
る
優
先
権
を
い
う
。

制
定
法
上
の
リ
ー
エ
ン
は
、
具
体
的
な
状
況
や
事
情
に
関
す
る
制
定
法
の
効
力
に
よ
っ
て
生
じ
る
リ
ー
エ
ン
と
定
義
さ
れ
る
（
連
邦
倒
産
法

一
〇
一
条
（
53
））。

こ
れ
は
、
建
築
工
事
に
関
し
、
資
材
や
労
働
を
提
供
し
た
者
に
認
め
ら
れ
る
優
先
弁
済
を
受
け
る
権
利
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
建
築
工
事
に
関
し
、
資
材
の
供
給
者
に
認
め
ら
れ
る
優
先
弁
済
を
受
け
る
権
利
で
あ
る
。

平
時
に
お
け
る
用
語
法
で
は
、m
ortgage

とsecurity interest

と
を
区
別
し
て
い
る
。
し
か
し
、
連
邦
倒
産
法
で
はm

ortgage

も
含

め
た
す
べ
て
の
約
定
担
保
権
をʻsecurity interestʼ

と
呼
ん
で
い
る
。

こ
れ
は
、
債
務
の
担
保
と
し
て
、
財
産
権
を
債
権
者
に
移
転
す
る
こ
と
を
い
い
、
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
の
一
部
の
州
で
は
今
日
で
も

こ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
そ
の
他
の
多
く
の
州
で
は
、
譲
渡
抵
当
は
、
単
な
る
先
取
特
権
（lien

）
の
設
定
に
過
ぎ

ず
、
譲
渡
抵
当
権
者
に
抵
当
目
的
物
に
対
す
る
権
原
を
取
得
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
（lien theory

）。

こ
れ
は
、
債
務
者
が
不
動
産
のlegal title

（
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
原
）
を
第
三
者
に
受
託
者
と
し
て
譲
渡
し
、
そ
れ
を
金
銭
債
務
の
担
保

と
し
て
保
有
す
る
よ
う
命
じ
る
証
書
で
あ
る
。M

ortgage

と
同
様
の
機
能
を
有
す
る
。
受
託
者
に
は
、
通
常
は
利
害
関
係
を
有
し
な
い
第
三
者

が
指
名
さ
れ
、
債
務
不
履
行
の
場
合
に
、
受
託
者
は
裁
判
手
続
を
経
る
こ
と
な
く
担
保
物
の
売
却
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
、
担
保
取
引
に
お
い
て
、
担
保
権
者
が
担
保
権
を
得
る
の
に
必
要
な
す
べ
て
の
手
続
を
終
え
る
こ
と
を
意
味
し
、
典
型
的
に
は
登
録

や
占
有
を
取
得
す
る
こ
と
で
完
成
す
る
。

m
ortgage

の
弁
済
期
に
弁
済
が
な
さ
れ
な
い
場
合
、m

ortgagor

（
譲
渡
抵
当
権
設
定
者
）
のequity of redem

ption

（
エ
ク
イ
テ
ィ
上

の
受
戻
権
）
を
消
滅
さ
せ
、m

ortgagee

（
譲
渡
抵
当
権
者
）
の
権
利
を
確
定
さ
せ
る
た
め
に
エ
ク
イ
テ
ィ
裁
判
所
が
発
展
さ
せ
た
手
続
。
裁
判

（
26
）

（
27
）

（
28
）

（
29
）

（
30
）

（
31
）

（
32
）

（
33
）

（
34
）

（
35
）

（
36
）
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所
が
定
め
た
期
間
内
に
債
務
弁
済
が
な
い
場
合
、
抵
当
権
者
は
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
み
な
ら
ず
エ
ク
イ
テ
ィ
上
も
抵
当
物
に
対
す
る
権
利
を
取
得
し
、

抵
当
物
は
完
全
に
抵
当
権
者
の
も
の
と
な
っ
た
。

判
決
に
対
す
るappeal

（
上
訴
）
や
判
決
に
基
づ
くexecution

（
強
制
執
行
）
は
、
登
録
を
前
提
と
す
る
。
ま
た
、
判
決
登
録
に
よ
っ
て
、

債
務
者
の
財
産
の
上
に
債
権
者
の
た
め
の
優
先
権
が
発
生
す
る
。

fi fa
（
フ
ァ
イ
・
フ
ェ
イ
）
と
は
、fieri facias

（
フ
ァ
イ
ア
ラ
イ
・
フ
ェ
イ
シ
ア
ス
）
＝
強
制
執
行
令
状
の
略
語
で
あ
り
、
金
銭
の
給
付

を
命
じ
る
判
決
を
得
た
原
告
の
た
め
に
、
執
行
官
（sheriff

）
に
対
し
て
、
被
告
所
有
の
動
産
を
差
し
押
さ
え
、
換
価
し
、
原
告
に
満
足
を
与
え

る
べ
き
こ
と
を
命
じ
る
令
状
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
判
決
に
対
し
て
上
訴
を
提
起
し
た
当
事
者
が
、
そ
の
判
決
に
基
づ
く
執
行
の
停
止
を
得
る
た
め
に
提
出
を
要
求
さ
れ
る
保
証
書
で

あ
る
。こ

れ
は
、
公
的
性
質
を
有
す
る
文
書
若
し
く
は
登
録
簿
等
を
保
管
し
て
い
る
役
人
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
原
本
の
真
正
な
謄
本
で
あ
る
旨
の
確

証
が
な
さ
れ
、
か
つ
そ
の
署
名
が
あ
る
謄
本
の
こ
と
を
い
う
。

再
審
理
と
は
、
陪
審
（jury

）
の
評
決
（verdict

）、
ま
た
は
裁
判
所
の
判
決
が
出
た
後
に
、
一
定
の
場
合
に
、
事
実
の
全
部
ま
た
は
一
部

が
同
一
裁
判
所
で
再
度
正
式
事
実
審
理
（trial
）
に
付
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
陪
審
員
は
新
た
に
選
任
さ
れ
る
。

D
orm

ant judgm
ent

に
つ
い
て
は
、
未
発
動
の
判
決
と
の
訳
語
が
あ
り
、
債
務
名
義
と
し
て
の
効
力
を
失
っ
た
判
決
を
意
味
す
る
。
す
な

わ
ち
、
ま
だ
満
足
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
時
の
経
過
に
よ
り
判
決
と
し
て
の
効
力
を
失
っ
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
が
、
一
定
の
期
間
、
強
制
執

行
の
た
め
の
手
続
が
採
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
あ
ら
た
め
て
判
決
の
復
活
と
い
う
手
続
を
踏
ま
な
け
れ
ば
執
行
が
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
判
決
で

あ
る
。判

決
後
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
つ
い
て
は
、
花
村
良
一
「
米
国
民
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
所
侮
辱
の
実
情
（
4
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
一
四
号
六
五
頁

（
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。
こ
れ
は
、
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
後
に
行
わ
れ
る
開
示
手
続
（discovery

）
の
こ
と
を
指
し
、
判
決
債
務
者
の
資
産

の
性
質
を
特
定
し
た
り
、
ま
た
は
将
来
の
手
続
で
利
用
す
る
た
め
の
証
拠
を
取
得
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
各
国
の
財
産
開
示
制
度
に
つ
い
て

は
、
さ
し
あ
た
り
、
中
野
・
下
村
・
前
掲
註
（
1
）
八
三
六
頁
註
（
1
）、
ま
た
近
時
の
文
献
と
し
て
、
内
山
衛
次
『
財
産
開
示
の
実
効
性
─
執

行
債
権
者
と
執
行
債
務
者
の
利
益
』（
関
西
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）、
三
木
浩
一
編
『
金
銭
執
行
の
実
務
と
課
題
』〔
三
木
浩
一
〕
一

一
四
頁
以
下
（
青
林
書
院
、
二
〇
一
三
年
）
が
有
益
で
あ
る
。

（
37
）

（
38
）

（
39
）

（
40
）

（
41
）

（
42
）

（
43
）
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差
押
禁
止
に
関
す
る
法
律
は
、
担
保
権
者
に
よ
る
差
押
禁
止
財
産
の
差
押
え
を
止
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
差
押
禁
止
に
関
す
る
法
律
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
し
、
農
家
が
掛
け
で
あ
る
人
か
ら
ト
ラ
ク
タ
ー
を
買
い
、
そ
し
て
約
定
担

保
権
（security interest

）
を
設
定
し
、
仮
に
債
務
者
が
弁
済
で
き
な
い
場
合
、
そ
の
売
主
は
ト
ラ
ク
タ
ー
を
依
然
と
し
て
取
り
戻
し
て
こ
れ

を
売
却
で
き
る
だ
ろ
う
。
ト
ラ
ッ
ク
に
設
定
し
た
最
初
の
約
定
担
保
権
に
よ
り
、
事
実
上
、
差
押
禁
止
を
享
受
す
る
権
利
を
放
棄
（w

aiver

）

し
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
担
保
権
者
は
、
最
初
に
債
務
者
に
対
し
て
財
産
を
受
け
戻
す
権
利
を
与
え
て
い
る
か
ら
、
担
保
権
者
が
そ
の
財
産

を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
は
不
公
平
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
差
押
禁
止
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
、
ト
ラ
ク
タ
ー
は
他
の

債
権
者
に
よ
る
差
押
え
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

差
押
禁
止
財
産
を
差
し
押
さ
え
る
と
、
執
行
官
は
債
務
者
に
対
し
て
法
的
責
任
を
負
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
二
倍
・
三
倍
賠
償
（m

ulti-
ple dam

ages

）
を
負
う
こ
と
に
も
な
る
。

州
に
よ
っ
て
は
、
予
定
し
た
物
の
性
能
を
欠
い
て
い
る
場
合
（if the title fails

）、
買
主
が
支
払
済
の
購
入
代
金
を
返
し
て
も
ら
え
る
こ

と
を
認
め
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

州
の
な
か
に
は
、
も
し
債
務
者
が
受
戻
権
を
行
使
し
そ
こ
ね
た
ら
、
他
の
当
事
者
が
、
特
に
競
売
に
よ
っ
て
切
り
捨
て
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
後

順
位
の
リ
ー
エ
ン
を
有
す
る
債
権
者
が
、
二
次
的
な
受
戻
権
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
定
め
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

こ
れ
は
、
動
産
担
保
権
と
被
担
保
債
権
を
公
示
す
る
た
め
にSecretary of State

（
州
務
長
官
）
に
登
録
さ
れ
る
書
類
で
、
登
録
に
よ
り

担
保
権
は
第
三
者
対
抗
要
件
を
具
備
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
（U

. C. C § 9-401

以
下
）。

こ
れ
は
、
時
の
経
過
に
よ
り
判
決
と
し
て
の
効
力
が
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
定
の
期
間
、
強
制
執
行
手
続
が
採
ら
れ
な
か
っ
た
た

め
に
、
判
決
の
執
行
力
が
停
止
さ
れ
、
執
行
手
続
を
行
う
た
め
に
は
、
あ
ら
た
め
て
判
決
の
復
活
と
い
う
手
続
を
踏
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ

た
も
の
を
い
う
。
註
（
42
）
も
参
照
。

Stefan A
. Riesenfeld, Collection of M

oney Judgm
ents in A

m
erican Law

-a H
istorical Inventory and a Prospectus, 42 

Iow
a L. Rev. 155 (1957).
Riesenfeld

教
授
は
、REST

A
EM

EN
T

, JU
D

GM
EN

T
S §41, Introductory N

ote (1942)

を
引
用
す
る
。
現
在
で
は
、
さ
し
あ
た
り
、

Friedenthal, et all., CIV
IL PRO

CED
U

RE, at 609 - 616 (5
th, 2015)

を
参
照
。

Riesenfeld, supra note 50, at 156.
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1285, 13 ED
W

. 1, c. 18.

こ
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、PLU

CK
N

ET
T

, LEGISLA
T

IO
N

 O
F ED

W
A

RD
 I, 148 (1949).

参
照
。

GILBERT
, EX

ECU
T

IO
N

, at 92 (1763).
1285, 13 ED

W
. 1, c. 45.

1676, 29 CA
R. 2, e. 3, § 16.

1676, 29 CA
R. 2, c. 3, § 15.

1692, 4 &
 5 W

M
. &

 M
. c. 20, § 3.

Stilem
an v. A

shdow
n, 2 A

tk. 477, 26 Eng. Rep. 688 (Ch. 1742); affʼd on rehearing, 2 A
tk. 608, 26 Eng. Rep. 763 (Ch. 

1743).1571, 13 ELIZ. c. 5.
1691, 3 W

M
. &

 M
. c. 14.

最
古
の
判
例
と
し
て
、T

he Protector v. Lord Lum
ley, 22 H

ardr. 22, 145 Eng. Rep. 360 (Ex. 1665).

。

H
A

RE, D
ISCO

V
ERY

 O
F EV

ID
EN

CE, 114ff. (A
m

. ed. 1836).
1 M

A
D

D
O

CK
, PRIN

CIPLES A
N

D
 PRA

CT
ICE O

F T
H

E H
IGH

 CO
U

RT
 O

F CH
A

N
CERY

, at 205 (1820).
See 2 T

ID
D

ʼS PRA
CT

ICE, at 1004 (3d ed. 1803), relying on Seym
our v. Greenvill, Carth. 283, 90 Eng. Rep. 768 (K

.B. 
1694). Riesenfeld

教
授
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、T

aylorʼs A
dm

ʼr v. Spindle, 43 V
a. (2 Gratt.) 44 (1845).

の
参
照
を
促
す
。

See 2 T
ID

D
ʼS PRA

CT
ICE, at 982, 1042, 1049 (3d ed. 1803).

同
じ
く
、Riesenfeld

教
授
は
、T

aylorʼs A
dm

ʼr v. Spindle, su-
pra, note 65.

の
議
論
を
参
照
す
る
。

BA
LLA

N
T

IN
E, ST

A
T

U
T

E O
F LIM

IT
A

T
IO

N
S, at 83, 86 (1810).

も
っ
と
も
、
コ
モ
ン
ロ
ー
で
は
、
判
決
に
基
づ
く
満
足
の
推

定
に
つ
い
て
、
二
〇
年
の
時
間
を
設
定
し
た
判
例
法
理
が
形
成
さ
れ
た
（Gratw

ick v. Sim
pson and M

oore, 2 A
tk. 145, 26 Eng. Rep. 

491 (O
h. 1740) ; Flow

er v. Bolingbroke, 1 Strange 639, 93 Eng. Rep. 750 (K
.B. 1726); A

non., 11 M
od. 2, 88 Eng. Rep. 843 (K

.B. 
1702).

）。

Cf. 2 T
ID

D
ʼS PRA

CT
ICE at 1007 (3d ed. 1803), relying on H

ardisty v. Barny, 2 Salk. 598, 91 Eng. Rep. 508 (1696).
1 V

A
. ST

A
T

. 1792-1806 p. 27 (1835).
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V
A

. CO
D

E c. 186 § 12 (1849).
H

utcheson v. Grubbs, 80 V
a. 251 (1885); see also T

aylorʼs A
dm

ʼr v. Spindle, 43 V
a. (2 Gratt.) 44, 68 (1845).

V
A

. CO
D

E § 3573 (1887).
V

a. Law
s p. 162 (1942).

V
a. Law

s p. 306 (1948), now
 V

A
. CO

D
E § 8-396 (1950).

も
っ
と
も
、
判
決
債
務
者
が
死
亡
し
た
場
合
は
除
か
れ
て
い
る
。

See D
uffy v. H

artsock, 187 V
a. 406, 46 S.E.2d 570 (1948).

も
っ
と
も
、
強
制
執
行
令
状
が
不
奏
功
に
終
わ
っ
て
も
、
執
行
力
が
回
復
す
る
点
で
、
イ
ギ
リ
ス
法
の
実
務
と
は
異
な
る
と
さ
れ
る
（Lew

-
is v. Sm

ith, 2 S. &
 R. 142 (Pa. 1815).

）。

1712-13, 3 PA
. ST

A
T

. 1682-1801 p. 12 (1896); now
 PA

. ST
A

T
. A

N
N

. tit. 12 § 31
(1953).
16 PA

. ST
A

T
. 1682-1801 p. 133 (1911).

Law
s of Pa. A

ct. N
o. 349 § 4 (1845).

Law
s of Pa. 132 (1887).

1 Law
s of N

ew
 Y

ork 500 (1813).
2 N

.Y
. REV

. ST
A

T
. 363 (1829).

Id. at 576, 577.

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
お
け
る
強
制
執
行
令
状
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、H

arm
on v. D

edrick, 3 Barb. 192 (N
.Y

. 1848).

に
詳
し
い
。

2 N
.Y

. REV
. ST

A
T

. 363 (1829).
First R

eport of the Com
m

issioners on Practice and Pleading, proposed § 70 and com
m

ent (1848).
N

.Y
. CO

D
E CIV

. PRO
C. REPO

RT
ED

 CO
M

PLET
E, proposed § 823 and com

m
ent (1850).

First R
eport of the Com

m
issioners on Practice and Pleading, proposed § 239 and com

m
ent (1848).

Law
s of N

.Y
. c. 379, §§ 70 and 239 (1848).

Id. § 237.

（
70
）

（
71
）

（
72
）

（
73
）

（
74
）

（
75
）

（
76
）

（
77
）

（
78
）

（
79
）

（
80
）

（
81
）

（
82
）

（
83
）

（
84
）

（
85
）

（
86
）

（
87
）

（
88
）

（
89
）



（阪大法学）67（3・4-62）　486 〔2017.11〕

Riesenfeld, supra note 50, at 156 footnote 4.

三
木
浩
一
・
前
掲
註
（
3
）「
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
民
事
執
行
の
実
効
性
確
保
と
わ
が
国
へ
の
示
唆
」
一
四
九
頁
、
一
七
二
頁
。

な
お
、
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
「
民
事
執
行
法
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
の
補
足
説
明
」
六
六
頁
以
下
（
二
〇
一
七
年
）
も
参
照
。

三
木
・
前
掲
註
（
3
）
一
四
九
頁
以
下
参
照
。
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